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午後2時00分開会 

○永井 ただいまより、JICA環境社会配慮助言委員会第96回全体会合を始めさせてい

ただきます。 

 マイク使用時の注意点でございます。逐語録を作成しております関係で、ご発言さ

れる際には必ずマイクを使用いただき、ご発言いただくようにお願いいたします。ご

発言の際はマイクをオンにし、発言が終わりましたらオフにしていただくようお願い

します。マイクは三、四人に1本程度の使用となってございます。恐れ入りますが、適

宜マイクを回していただくなど、ご協力のほうよろしくお願いいたします。 

  本日の司会は、原嶋委員長よろしくお願いいたします。 

○原嶋委員長 それでは、議事次第に従って進行させていただきます。 

 まず、案件概要説明ということで、南アフリカのメデュピ発電所事業についてでご

ざいます。 

○永井 まず本件、田辺委員からご提案書をいただいておりますので、田辺委員のほ

うから、まずご説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○田辺委員 この案件を取り上げていただき、ありがとうございます。 

 まず、「環境社会配慮助言委員会運営にかかる共有事項」という中に、カテゴリB

案件については、委員から委員長にご相談をして、ワーキンググループをするかを全

体会で決定すると理解していまして、本日、その提案をさせていただいている次第で

す。 

 メデュピ火力発電所排煙脱硫装置建設計画ですか、南アフリカの石炭火力発電所事

業で、建設そのものは世銀融資のもとに行われていて、まだ一部建設中と理解してい

ます。 

 排煙脱硫装置を取りつけるための事業ということでカテゴリBに分類されています

が、私としてこの委員会で諮っていただきたい理由は主に2つございます。 

 一つは、カテゴリBに分類されているものの、この不可分一体事業、本体の発電所

事業のほうですが、これが不可分一体事業でして、これはもうカテゴリAに相当する

ということで、且つ、元々この排煙脱硫装置を設置する背景が、南アフリカの国内基

準に現状達しそうにないので、大気汚染対策をきちんとやるためにやるということで、

非常に密接に本体工事の環境社会配慮と、このカテゴリBの排煙脱硫装置をつける事

業が関連しているということが一つあります。 

 それから2つ目は、この排煙脱硫装置をつけるに当たって非常に大量の水が必要にな

ってくるわけですが、現地は水不足が深刻な地域でして、この既存の給水設備では足

りないということで、給水設備そのものをさらに拡大させるということで、この給水

設備を拡大する事業そのものは、不可分一体ではないというふうにJICAのほうで判断

されているんですが、それでも周辺への水対策は非常に重要な問題となっているとい

うことで、主にこの2点を踏まえて、ぜひワーキンググループの提案させていただきま
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した。 

 以上です。 

○永井 事務局から補足させていただきます。 

 本要望書は2017年の8月に田辺委員から受領させていただいたもので、その時の委

員長、副委員長とご相談させていただいて、まだその時点では要請書を先方政府から

受領している段階ではなかったので、南アフリカ政府から要請書を受領後、環境レビ

ューを実施する方針が決まった段階で全体会合に付議し、田辺委員からのご提案の内

容、地域部からの案件概要を説明の上、環境レビュー方針をワーキンググループで審

議する必要があるか諮る方針になってございます。 

 なので、今、田辺委員からご提案の内容がありましたので、これから地域部から案

件概要について説明させていただければと思います。 

 以上でございます。 

○井黒 JICAアフリカ部の井黒と申します。 

 それでは、メデュピ火力発電所排煙脱硫装置建設事業の概要につきまして、パワー

ポイントに基づきましてご説明させていただきます。 

 まず初めに事業の背景ですが、南アフリカは電源の82％を石炭に依存しております。 

 南アフリカの電力開発計画といたしましては、エネルギー需要を満たしつつ、中長

期的にはCO2排出量を減らすため、老朽化した石炭火力発電所の順次稼働停止やガ

ス・再生可能エネルギーの増強を計画しております。 

 その一環で、当国内で も発電効率の高い超臨界圧の石炭火力発電所であるメデュ

ピ火力発電所を現在建設中です。 

 メデュピ火力発電所の規模でございますが、そこに書いてありますとおり、約

800MW×6基を建設中ということでございます。 

 一方、南アフリカの大気保全法が2010年に改正されまして、メデュピ火力発電所を

含む新規の石炭火力発電所では、SO2排出基準500mg/Mm3を2020年4月、今現在延長

されていまして、2025年4月までに基準を達成する必要があるということでございま

す。 

 本体の建設事業には世界銀行が融資を行っておりまして、世界銀行との借款契約上、

稼働開始から6年以内に排煙脱硫装置の設置が義務づけられているということが事業の

背景としてございます。 

 続きまして、事業の概要でございますが、事業の目的といたしましては、二酸化硫

黄等の大気汚染物質の削減を図り、環境に配慮したエネルギー開発に寄与し、持続的

な経済成長に貢献するものでございます。 

 事業対象地は、後ほど地図をご覧いただきますが、リンポポ州レファラレ地域とい

うことで、事業内容につきましては、排煙脱硫装置の主要機器及び関連施設というこ

とでございます。 
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 実施機関は南アフリカ電力公社。 

 本件は、アフリカ開発銀行との協調融資を想定しております。 

 続きまして、事業対象地域でございますが、南アの国のマップですが、プレトリア

の北、ボツワナの国境沿いにありますリンポポ州がプロジェクトサイトということで

ございます。 

 ご覧いただきますと、赤い線がメデュピ発電所の対象地域ということで、ボツワナ

の国境は約40kmぐらい北に離れているということです。 

 それから市街地、地図の真ん中にレファラレ市街地とありますけれども、メデュピ

の発電所から約15kmほど離れたところにございます。それから、マラポン村居住区と

いうのがメデュピの発電所のサイトから約7km離れたところにあります。 

 このメデュピの発電所サイトの周辺は、牧草地になっております。 

 続きまして、発電所のヤードでございますが、この中で排煙脱硫装置は（a）の

FGD施設、ここが建設予定地ということで、それ以外、関連施設がb、c、d、e、fとい

う形で予定されております。いずれにしましても、発電所のヤードの中で行われる事

業ということで、住民移転や用地取得は想定されておりません。 

 本件のEIAにつきましては、今年の9月6日に環境省が承認しております。 

 続きまして、環境レビュー方針の概要でございますが、これは排煙脱硫装置事業に

かかわる環境レビューの結果ということでございます。 

 まず、田辺委員からご説明いただきましたとおり、本体事業とは不可分一体という

ことで、本体事業に係る環境社会配慮文書がJICAのガイドラインに沿って作成されて

いるかどうかを確認するということで、確認結果は後でご説明いたします。 

 それから、ステークホルダー協議につきまして、本排煙脱硫装置事業のEIA調査のス

コーピング段階とドラフト段階での実施をしております。大気質排出量削減へのポジ

ティブな意見や、水の消費量の 小化を求める意見がございましたが、事業の実施に

係る特段の反対意見は確認されておりません。 

 既にEIA報告書はEskomのウエブサイトにて公開されております。 

 続きまして、大気質、水質、廃棄物にかかわるレビューもいたしまして、水質につ

いては特に問題なし。大気質につきましては、ここに書かれておりますが、建設期間

中にPM10に関する基準が時期的に環境基準を超過することもございますので、その時

期に対する緩和策について、審査のときに確認していきたいと考えております。 

 廃棄物につきましては、供用後について、廃棄物法にのっとった具体的な処理方法

を確認するということでございます。 

 続きまして、生態系、水利用に関してですが、生態系に関しましては、供用後、鉄

道引き込み線の設置によりますロードキルや、集水域の損失と水量の減少等の影響が

想定されております。小さな湿地が工事のエリア外にございまして、その鉄道ヤード

内の舗装によって、湿地の水供給源を多少制限される可能性があるということで、こ
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れについては、具体的な対策について実施機関に確認してまいりたいというふうに考

えております。 

 水利用につきましては、排煙脱硫装置設備導入に伴いまして水使用量が増加いたし

ますが、本事業においては、申請して得られた水利用権以上の給水及び消費はできな

いことから、水の需給バランスは水衛生省主導のもとに、水利用者間で水の配分は適

切に管理され、当地域において水に係る紛争を引き起こす可能性は低いというふうに

判断しております。 

 続きまして、環境カテゴリAに分類される発電所本体の環境社会配慮に係るご説明

をさせていただきます。 

 まず、緑色の字で書いてございますが、既存の環境影響評価関連文書のレビュー及

び実施機関環境専門家チームへのインタビューを通じて、JICAガイドラインの観点か

ら環境社会配慮の実施状況を確認いたしました。 

 続きまして、同じく緑色のところでございますが、メデュピ発電所本体の環境影響

評価は2006年に終了しています。ガイドラインの直接的な適用対象とはなりませんが

ガイドラインの環境カテゴリAに必要な環境アセスメントに該当する事項に基づき、

記載内容を確認いたしました。 

 なお、本体資金の一部を世銀が融資しておりますので、南アフリカ政府の環境影響

評価制度及び世界銀行のセーフガードポリシーに基づいて環境影響評価報告書が作成

されております。 

 不可分一体事業であります発電所本体の環境社会配慮面の確認結果でございます。 

 先ほど申し上げましたが、EIAにつきましては、2006年9月に政府承認を得て終了し

ております。 

 環境アセスメント報告書につきましては、住民協議とあわせて既に公開されており

まして、協議記録はEIA報告書に添付されておりました。 

 また、地域住民とのステークホルダーとの協議につきましては、ドラフト・スコー

ピングレポート時、ドラフトEIAレポート時に公開され、住民説明会が開催されている

ことを確認いたしました。 

 代替案の分析でございますが、プロジェクトを実施しない場合を含め、附属インフ

ラは8つの代替案、発電所施設は4つの立地位置の代替案を検討して、実施しておりま

す。 

 続きまして、環境への影響、環境管理計画でございますが、スコーピングの結果を

踏まえ、大気質、水質、廃棄物、騒音・振動等について影響が評価され、南アフリカ

政府の基準に沿う方法で処理するように緩和策が講じられていることを確認いたしま

した。 

 非自発的住民移転でございますが、発電所本体の用地は、敷地の一部が農地として

使用されておりました。したがいまして、法令に従ってResettlement Programに基づ
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き取得され、同プログラムは世銀業務マニュアルと照らして問題ないことを確認して

おります。 

 続きまして、異議申し立てでございますが、2010年4月に、世銀に対し南アフリカ

のNGOから異議申し立てがございました。申し立て事項は、健康への影響、水利用、

生活への影響、文化的影響、川上からの影響、あとそこに書いてあるとおりでござい

ます。 

 それに対しまして、2010年5月、世銀が異議申し立てされた項目に対する見解を表

明いたしました。さらに2011年11月には、インスペクションパネルが本案件に対する

異議申し立てに対する世銀見解の妥当性を調査いたしました。その結果、世銀による

追加検討、説明をインスペクションパネルとして要求いたしました。2012年3月には、

世銀がインスペクションパネル指摘事項の全てに対する調査結果及び回答を公表して

おります。2012年5月には、世銀理事会による討議を完了した旨プレスリリースを発

表し、異議申し立てプロセスは終了しております。 

 世銀は、これら指摘事項も踏まえ、年に2回本案件のモニタリングを実施し、報告書

を公表しております。 

 その後の異議申し立ては確認されておりません。 

 後に、排煙脱硫装置事業を実施する上で水が必要となりますので、給水事業と本

事業との関係をここに整理いたしました。 

 初のパワーポイントですが、発電所6基の必要水量で、排煙脱硫装置6基の必要水

量ということで、合計しますと約13.4百万m3で、既に確保されている水量が約11とい

うことで、新たに必要となる水量が4.5百万m3ということでございます。 

 一方、水衛生省のほうが、この発電所サイトを含め、レファラレ地域における水需

要の増加に対応するため、給水事業、MCWAP2というのを計画しております。その概

要が続くパワーポイントのところに書いてありますけれども、給水計画事業の概要と

いたしましては、レファラレ地域における水需要の増加に対応するため、クロコダイ

ル川流域からレファラレ地域に給水する事業ということで、2024年1月に完工予定で

ございます。 

 この給水事業からメデュピ発電所が利用する水の利用量につきましては、そこに書

いてありますとおり、全体のうちの約5.9％ということです。 

 したがいまして、本事業がなくともMCWAP2は実行される想定ということで、不可

分一体の定義には該当しないという判断をしています。 

 全体をモニタリングしている世界銀行にも確認いたしましたが、世界銀行としても

不可分一体事業としては考えていないということでございました。 

 これが給水計画事業と本事業との関係ですが、既に給水事業として稼働しているの

がMCWAP1というところで、見づらいですけれども、モコロダムから取水してメデュ

ピ発電所に水を供給しているということでございます。 
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 水環境省が計画しているのがMCWAP2ということで、かなり離れたところにござい

ますが、川の名前でCrocodile Riverと英語で書いています、ここから水をとって、メ

デュピ発電所に対してはパイプラインを敷設して供給することになるという計画でご

ざいます。 

 後に、この事業の今後のスケジュールでございますが、11月下旬に審査を行い、

来年の6月には借款契約署名を目指しております。冒頭申し上げましたけれども、大気

保全法の遵守のために排煙脱硫装置をタイムリーに設置していく必要があるというこ

とで、全体スケジュールを鑑みても、借款契約の締結は来年6月にはする必要があると

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○原嶋委員長 それでは今から、今の案件につきまして2つのことを多分皆さんにお願

いすることになると思います。一つは、今ご説明いただいたことについて、必ずしも

明確ではないことがあれば、質問なりコメントなりをいただきたいという点が1点。 

 もう一つは、やや結論的なことを申し上げてしまいますけれども、この案件、今の

延長線でいきますと、特にワーキンググループの設置は予定されていないわけですけ

れども、これについて、やや違った形でワーキンググループを設置するか否かについ

てご意見をいただく。この2点についてということで、まず1点目、今のご説明につい

て、何か明確にしておきたい点がありましたら手短にお願いします。 

○山岡委員 2点ありまして、 初は給水事業と本事業の関係で、この水量が、計算式

が④が①＋②－③となってますけれども、この数字だけ見ますと250万m3ではないか

と思うんですが、表は450万m3ですよね。 

○井黒 ご指摘ありがとうございます。ご指摘のとおりケアレスミスで、間違い。 

○原嶋委員長 どこが修正ですか。もう一度確認をお願いします。 

○井黒 ④が4.5ではなくて、2.5ということです。 

○山岡委員 2つ目よろしいでしょうか。通常、日本で火力発電所をつくったり、海外

でもそうだと思うんですけれども、今回の場合、排煙脱硫装置ということで、脱硝装

置というのが、これは対象にはなっていないんでしょうか。通常、火力ですと窒素酸

化物が出るので、それが大気でいわゆる化学反応を起こすと硝酸になって、それが酸

性雨になるというふうに考えられているわけですけれども、その脱硝装置のほうは対

象にはならないということなんでしょうか。 

○井黒 ご質問ありがとうございます。脱硝装置については既に設置されております。 

○山岡委員 わかりました。ありがとうございました。 

○源氏田委員 初にご説明いただいたところで、南アフリカが大気保全法を改正し

て基準を強化するという、新しい基準が書いてあるのですが、この脱硫装置の設置に

よって、この基準を満たすことはできるのでしょうかということを端的にお伺いした

いと思います。 
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○井黒 ご指摘のとおり、この事業を実施することで、2025年までに達成すべき排出

基準を満たせることになるということでございます。 

○源氏田委員 ありがとうございます。 

○原嶋委員長 それでは、もう一つの点がありまして、この案件、先ほど申し上げた

とおり、今の手続の延長線では、特にワーキンググループの設置は予定されないわけ

ですけれども、それについて、先方で既にEIAの類いのものはできているわけですけれ

ども、これについて助言委員会を設置することを必要とするか、しないかについて、

ご意見があれば頂戴したいと思いますけれども。 

 田辺さんからその点についてご意見があれば。 

○田辺委員 私、今の発表を受けて、いろいろと質問がたくさんあるのですが、ただ

非常に時間も限られている中で、ぜひワーキンググループでいろいろと質問させてい

ただきたいなと思っています。 

○原嶋委員長 田辺さんのお考えとしては、ワーキンググループの設置をしたいとい

うお考え。 

○田辺委員 はい、引き続きお願いさせていただきたいと思います。 

○原嶋委員長 そういうご意見ですね。わかりました。 

 あと1件確認したいんですけれども、先ほど課長さんのご説明で、要望書の提出云々

というところがありましたけれども、この条件というのは。正確にわからなかったん

ですけれども、何かの要望書が出たときに。 

○永井 前回、委員長、副委員長とご相談させていただいたときの要請書です。案件

に対する要請書が出てきたら、全体会合でご報告させていただくと。今回、先方政府

から事業に対する要請書が出てきましたので報告させていただきました。 

○原嶋委員長 それは既にコンプリートして、ここの段階に来て、ワーキンググルー

プを設置するか、しないかについて、今ご意見をいただいているということですね。 

 他に。重田さん。 

○重田委員 また質問に戻るんですけれども、南アフリカ全体的に水の料金が非常に

高いと言われていて、水の民営化がかなり進んでいるということを聞いているんです

が、大量の水を使う際に、その水道料金とか、そういったことの使用については問題

がないのか。それが1点です。 

 もう1点が、これの14ページの不可分一体事業における環境社会配慮の非自発的住

民移転の中で、「法令に従ってResettlement Programに基づき取得されており」とい

う、この法令は、こういった非自発的住民に対する補償をちゃんとしているのか、私

もこの法律がよくわからないので教えてください。 

 以上です。 

○瀧本 ご質問ありがとうございます。JICAアフリカ部の瀧本と申します。 

 1点目の水道料金への影響についてなんですけれども、この南アフリカの電力公社は、
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そういう意味ではエネルギー開発のために非常にたくさんの水を購入しておりまして、

それと水を供給する事業体とバルクで契約をしているという状況です。 

 ですので、この発電所のみならず、全体的な使用量を見て水の料金を交渉していま

す。他方、住民が支払う水料金については、住民からのヒアリングを行った上で、水

料金を規制する政府機関が適切な料金設定になるように決めていますので、そこにつ

いては大きな問題はないかというふうに判断しております。 

 2点目の用地取得に関しての法令なんですけれども、南アフリカの法律では、基本的

に他の国とも似ておりますけれども、必要な補償をした上で、その用地を取得する側

の方にもお支払いをするということがしっかりとなされているかということを確認す

るというものです。 

 これについては世銀も、そこの部分も世銀のガイドラインに照らし合わせても問題

ないというふうに確認しております。 

○井黒 本件、私どもの理解といたしましては環境カテゴリB案件で、ただ発電所本

体のほうが環境カテゴリAということで、概要をご説明させていただきました。 

 後、結論で申し上げましたけれども、本事業、もうお尻が決まっておりますので、

全体スケジュールを考えて、11月下旬の審査がマストの状況になっております。した

がいまして、この全体スケジュールが遅れることのないように進めていきたいという

ふうに考えております。 

 本体部分の環境カテゴリAの部分につきましてのレビュー結果につきましては、多

少まだご質問ありましたら、誠意を持ってご説明させていただければと思いますけれ

ども、ワーキンググループという形をとることによって、実施部隊といたしまして、

全体スケジュールの影響が出ないかどうかというところが心配でございます。 

○原嶋委員長 ということで、幾つか、対立しているわけじゃないんでしょうけれど

も、ご意見がありますけれども、他のご意見。 

○作本委員 累積的影響ということで以前議論して、このパワポの11枚目に書いてあ

るこの3つの要件というのがついているわけですね、3つの要件がここで指摘されてい

ると。1番目と2番目は、問題なく今回はJICA事業を前提とするとか、こういうことで

問題ないかと。 

 特にかかわるのは、この3番目ですよね。これが、今回のこの水量が少ないからと、

5.9％で水量が少ないから、これが補償事業なり何なり、そういう性格を持たないもの

だというふうにご説明されておられるかと思うんだけれども、なぜこの水が少ないと、

特に3番目かと思うんですが、JICAはこの事業実行にかかわらなかったというふうに

説明できるのかと。 

 我々から見れば、その全体の水量というのは一つの説明材料に過ぎなくて、そもそ

も発電所に補完的、あるいは補助的な事業、そういうかかわりを持っているというこ

とは、どうも疑いがないかに思えるんですが、そこのところをどのようにJICAさんは
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ご説明されますか。 

○井黒 ご質問ありがとうございます。まず、水供給計画につきましては、JICAとし

ても進捗状況のフォローは当然していく予定にしております。 

 あと、この事業と不可分一体かどうかということですけれども、この供給計画、

FGDの設置事業にかかわらず計画しておりまして、EskomとしてFGDだけじゃなくて

他の発電、あるいはEskom全体として必要な数量をそこから買い取るような形になっ

ています。 

 実際どういう形になるかあれですけれども、水の需給のバランスが、当然計画と多

少ずれることもございますけれども、私どもの理解としては、Eskomが水の需給バラ

ンスが多少崩れたとしても、何らかの形で水手当てはしてくれると考えておりますし、

ただ、一方、今きちんとした計画があることについては、JICAとしてはフォローして

いきたいというふうに考えています。 

○作本委員 今の水の関係だけでも、やはり考えなきゃいけない点が幾つかあるかと

思うんですが、そちらの理由はわかりました。 

 あと、 後のお尻の時期が切られているということも一応わかって、実務上の苦労

を抱えているというのもよくわかったんでありますけれども、やはりこの事業目的の

中に、JICAさんは環境に配慮したエネルギー開発に寄与すると、いわゆる大前提が環

境との調和を考えておっしゃっておられるわけですから、 初の発電所の段階で、石

炭火力というのはみんなが今いろんな形で注意しているわけですから、なぜこの段階

でこういう硫黄分を除くというようなことを同時に考えないのか。硫黄分、脱硫です

ね、装置の設置。お金がかかるからということももちろんわかっているんですけれど

も、なぜ同時にこういうことが進められなかったんでしょうか。考え方というか、計

画段階ですが。 

○井黒 ご指摘ありがとうございます。本体のほう、実は2007年度から建設開始して

おりまして、そのときには大気保全法、まだSO2の基準を定めていなかったというこ

とがございます。 

 2010年に大気保全法でSO2の環境基準が定められまして、新規発電所につきまして

は延長されて、今2025年までに基準の遵守が求められています。したがいまして、後

追いでFGDの設置が必要になり、それに対する今回支援を行うことにしたということ

でございます。 

○作本委員 世銀のインスペクションパネルでも2010年ごろから議論になっているわ

けですね。そういう意味では、全く知らなかったというよりも、注意を何かしら受け

ているという状態にはあったかと思うんですけれども、そのあたりは、この国内法の

改正だけで十分説明し切れるものではないという気がするんですが、いかがでしょう。 

 というのは、よりよい水準を、基準なりを先進国が持ち込むということが、我々の

基本的な考え方かと思うんですけれども、いかがでしょうか。 
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○井黒 ご指摘のとおり、南アの石炭火力発電所、実は70年代に建設されたものがほ

とんどで、今かなり老朽化しておりまして、そういった古い石炭火力発電所につきま

しては順次稼働を停止していく。その流れの中で、2007年当時では発電効率の高い石

炭火力発電所の実施を開始したということでございます。 

 その流れの中で排煙脱硫装置の設置も義務づけられまして、今現在もモニタリング

が続いているんですけれども、基本的には今稼働を始めたメデュピ発電所につきまし

ては、環境基準をおおむね満たしている状況ということで、ただ、新規発電所ですの

で、その基準を厳し目にしておりまして、それを達成するためには排煙脱硫装置が必

要ということでございます。 

○鈴木委員 幾つかあるんですけれども、水の使用量というのは年間でバランスでき

ているからいいという話じゃなくて、季節的変動があって、クリティカルなところの

量というのがそのボトルネックになるわけですから、そこの説明をきちんとできるか

ということが一つと、それから、JICA自体の事業で排煙脱硫装置をつけているところ

というのはたくさんあるじゃないですか。2000年代になれば結構たくさんやっていて、

モンゴルなんてそのすごく大きな排煙脱硫装置をつけてやっているから、日本の経験

というのが外国で生きるような、地球環境を維持するために技術協力をしようという

考え方からいけば、南アフリカの規制基準がまだそこまで行っていないから、そこは

やらないでいいんだというのは、僕は変じゃないかというふうに思っています。 

 それから、お気持ちはよくわかりますけれども、お尻が切られているからというの

は、こちら側としては聞いていて余り気持ちがいい話ではないです。「だからどうし

ろっていうのさ」というふうに言いたくなりますよ。 

 以上です。 

○瀧本 私のほうから、水に関しての質問への回答をさせていただきます。この

MCWAP2という給水事業ですけれども、南アフリカの首都及び近郊で使用された排水

を処理する排水処理場がたくさんありますけれども、そちらのほうの水が、処理され

た後の水が川を流れて北部のほうに大量に流れてきているという状況でして、公開さ

れているEIAのドラフトにありますが、乾期も含めて十分な水量が確保できていると聞

いております。 

○井黒 ご指摘ありがとうございます。排煙脱硫装置の設置のタイミングにつきまし

ては、当然猶予を設ける必要もないですし、大気汚染物質の削減のためにできるだけ

速いスピードで支援していきたいというふうに考えています。 

 いずれにしても、ご説明まだ不十分なところがあれば、もちろんさせていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

○原嶋委員長 他にご意見、遠慮なくご意見頂戴したいと思います。ご意見がありま

したらお願いします。 

○長谷川委員 理解が進んでいなくて、とんちんかんな質問になるかもしれませんが、
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このスライドの中で、不可分一体にしない理由としては、本事業で使う水の量が5.9％

でおさまるということで、それから、田辺委員のほうが言われているのは、そうじゃ

なくて2割なんだよというところで食い違いが出ているのかなと思うんですが、これは

結構決め手になるところで、ここはどうしてこういう食い違いになっているのか教え

てください。 

○田辺委員 私のペーパーの中で2割というのは、当初JICAから受けた説明でこのよ

うな話だったのですが、多分、改めてJICAのほうで調査された結果、この5.9％という

のが出てきたと理解しています。 

 私がこのペーパーを書いたのが去年の8月時点なので、その時点でJICA側から受け

ている説明だったかと思います。 

○瀧本 田辺委員のおっしゃるとおりでして、私どものほうで調査を進めまして、一

番 新のデータを水衛生省や実施機関に確認したところ、先ほど説明をした数値が出

てきている状況です。また、こちらのケアレスミスで申しわけありませんが、この

5.9％というのは、この4.5ミリオンという数字をベースにしていますので、もう少し

低く、3％台かなとは思います。申しわけありません。 

○永井 事務局から、「不可分一体」の定義について、ここで説明させていただきま

す。 

 「不可分一体」の定義は、ガイドラインのFAQ、ホームページに載ってございます

が、スライドで言うと11ページ目を見ていただけますか。そこに簡単に書いてあるん

ですけれども、②の「仮にJICA事業がなければ、その関連事業は建設される、あるい

は、拡張されることはなく」、ポイントは、「かつ」、両方満たすということですね、

「かつ、その関連事業がない場合には、JICA事業は実行可能性がないと考えられる事

業」と、両方満たすことをもって、「不可分一体」というふうに考えてございます。

こちら、IFCのパフォーマンススタンダードの定義を参照に作成させていただいており

ます。 

 ですので、①に関しては、多分、JICA事業がなかったとしても灌漑事業は建設され

たであろうと考えられると解釈しております。 

○原嶋委員長 今の5.2というのは、それより少なくなるということですよね、3点幾

つか、細かいことはあれですけれども。 

○瀧本 はい、3.3％。申しわけありません。 

○原嶋委員長 他にいかがでしょうか。 

 田辺委員に確認ですけれども、そこにこだわるわけじゃありませんけれども、仮に

全体の割合のうち3.3％を利用するという状態でもってしても、従来の主張について影

響はないというお考えでしょうか。 

○田辺委員 まず給水の問題自体は、この政府側で配分されているその割合と、そも

そもこのMCWAP1の中で配分されている割合等についても、基本的にはその周辺の住
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民が不満を持っているという。だから、必ずしも住民に対して、現状段階で十分に水

が届いているかというと、そうではない。 

 この水利用の中で、このスライドの10番のところがちょっとわからなかったのは、

その配分が適切に管理されているから係争を引き起こす可能性が低いと書いてあるの

ですが、これは多分ロジックとしておかしくて、配分を決めたから紛争がなくなると

いうのは、私にはよくわからなかったんですけれども。 

○瀧本 ご質問ありがとうございます。住民からの水需要の件ですけれども、今その

MCWAP2のほうで想定されている水需要の中には、その地域住民の水需要というのは

もちろん含まれておりまして、そこを適切に計算を組み入れていれば、地域住民に水

が、今現状は確かに足りない部分もあるのかもしれませんけれども、このMCWAP2が

実現すれば、生活用水がちゃんと供給されるというふうに理解しております。 

○山﨑委員 話がこの一体不可分の石炭火力発電の議論と一緒くたになっているのか

なと思ってコメントさせていただきたいんですけれども、例えば給水のMCWAP2プロ

ジェクトを見ますと、年間のキャパシティー7,586万m3/年ですね、このうち、今おっ

しゃった3％が本件で必要ですと。 

 逆に言うと、97％の部分は、新たにこの地域に供給される水のキャパシティーがふ

えるという理解でよろしいんですよね。 

○瀧本 はい、ご理解のとおりです。 

○山﨑委員 その際に、本件はあくまで排煙脱硫装置ということで、逆にこの3％の水

を利用できないとなると、この排煙脱硫装置がつけられないということになるんでは

ないかと思うので、この3％は必要ですよね。排煙脱硫装置をつけることで、当初世銀

が融資した発電所の環境への影響を、本件はあくまで軽減する事業であると理解して

いるんですが、そういう理解でよろしいんですよね。 

○瀧本 はい、ご理解のとおりです。ですので、この排煙脱硫装置の建設においては、

この給水事業の進捗が非常に重要ですので、この点は密にフォローしておる状況です。 

○山﨑委員 ありがとうございます。 

○原嶋委員長 今のご意見を敷衍すると、もしかすると、給水事業がなければ、排煙

脱硫装置の設置そのものも実現しないという結論に達してしまうような感じですけれ

ども。そうすると一体不可分と言えるのかどうか、その辺の確認をもう一度したいん

ですけれども。 

○永井 ガイドライン上は、先ほど11ページのスライドを改めて説明しますと、今の

ご説明は③の部分、「その関連事業がない場合には、JICA事業は実行可能性がないと

考えられる事業」ということを原嶋先生はおっしゃったと思うんですけれども、それ

だけでは不可分一体事業には該当しなくて、③の前に「かつ」とあると思います。こ

の前段の②が満たされていないと我々は考えています。「仮にJICA事業がなければ、

その関連事業は建設される、あるいは、拡張されること」がない。要は、JICAの脱硫
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装置がなければ灌漑事業が行われないのかというと、恐らくそれは違って、JICAの事

業がなかったとしても、多分この97％の灌漑のために水は必要ですので、灌漑かどう

かわからないですけれども、水のために事業はなされる。②、③両方を満たして「不

可分一体事業」と我々は定義しております。 

○原嶋委員長 もう1点。ご担当の方、向こうから2人目の方に確認ですけれども、先

ほど日程的なことを大変懸念されていて、ざっくばらんにお聞きして、日程さえ折り

合えば、ワーキンググループの設置について拒むものではないというご意見なのか、

日程が仮にうまく調整できたとしても、それ自身余り好ましくないと考えているのか、

その辺を教えてください。 

○井黒 今日のご説明でまだ不十分なところがあれば、どういう形にせよご説明させ

ていただきたいと思っています。 

 一方で、審査ミッションのスケジュールはほぼ確定している状況、要請書も届くタ

イミングになっておりますので、相手との関係で、全体スケジュールに影響が出るこ

とは、できれば避けていただきたいというふうに考えます。 

 水のほう、補足させていただきますけれども、JICAの考え方としては不可分一体事

業ではないということで、もちろん計画上、多少でも水をMCWAP2から受け取る予定

ですので、JICAとしてもきちっとフォローしていきたいと。実際どうなるかというと

ころは、もちろん計画どおりにMCWAP2が進むようにJICAとしても責任を持ってフォ

ローしていきますし、あと、水の供給を受けるEskom側のオペレーションの問題で、

どういう形でこの事業に水を供給してくるか、そこは多少調整の余地はあるのかなと

思っています。 

 も効率の高い発電所に影響を与えるような対応をするか、あるいは、もうちょっ

と発電効率の低い発電所への水の供給をコントロールするか、そこはこれだけ水の供

給を、必ずしもFGDだけの議論ではありませんので、全体の中で、実施機関のほうで

調整が行われるのではないかというふうに考えています。 

○原嶋委員長 日程的な問題については、そちらのほうの日程が全部わからないんで

すけれども、多分、今材料としてはもう既にあると思うんですね。仮にワーキンググ

ループを設置するとしても、材料としてはもう既に整っていて、多分、通常の手続だ

と二、三週間チェックする期間がありますけれども、それの折り合いというのは、現

実的には難しいんでしょうか。 

 私、そちら側の日程は存じ上げないので、審査の日程がわからないんですけれども、

今、多分ワーキンググループに出す材料そのものはもう整っていると思うんですけれ

ども、それをワーキンググループ設置を決めて、担当委員の方に配付して、一定期間

をおいて助言について議論するという、二、三週間ぐらいでしたか、期間ということ

すらあけられないのか。それをお聞きしたいんですけれども。 

○永井 ご相談ですけれども、そもそもワーキンググループを開催するという方向で
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のご説明ですけれども、既にもうキャンセルをしてしまったんですけれども、例えば

11月26日の月曜日。まず大前提として田辺さんのアベイラビリティーを確認した上で

ですけれども、11月26日月曜日にワーキンググループを復活させていただいて、12月

7日の金曜日の全体会合で確定というご相談をさせていただきたいんですけれども、ま

ずいかがでしょうか。まず田辺委員のアベイラビリティーはいかがでしょうか。 

○原嶋委員長 まず、田辺さん。 

○田辺委員 すみません、出張で出ています。 

○島委員 基本的な質問なんですけれども、今回これをワーキンググループにかける

ときに、何に対しての助言になるんでしょうか。 

○永井 今回、先方政府が環境社会配慮文書をつくっておりますので、環境レビュー

方針のご説明と。なので、向こうから受領した環境社会配慮文書と我々の審査方針、

両方を付議資料とさせていただく予定です。 

○島委員 わかりました。 

○原嶋委員長 一つの折り合いとしては、先ほどご指摘ありましたとおり、26日の設

置ということで全体の折り合いをつけたいと思うんですけれども、難しくいらっしゃ

る。もう絶対変えられない。 

○田辺委員 はい、すみません。他の委員でもし希望者がいるのであれば、ぜひ設置

を。 

○原嶋委員長 もうちょっと言うと、文書の提出などでご参加という形はとれないで

しょうか。 

○田辺委員 そうですね、そういう形は可能です。 

○原嶋委員長 それはとれますか。 

○田辺委員 はい。 

○永井 通常は、当日参加できない方は 初からお断りしているんですけれども、原

嶋委員長からの……どうぞ、ありますか。 

○瀧本 遮ってしまってごめんなさい。この本件、通常はカテゴリBでの対応なんで

すが、A相当の扱いをする理由を、可能であればここで明確にしていただいたほうが

いいかなと。 

 一応、ご質問いただいた件についてはお答えをしているのかなと思うんですが、そ

の点お願いいたします。 

○原嶋委員長 申し上げます。ご指摘のとおり、JICA側の見解としては、ここにある

ガイドラインの解釈において、①、②、③の条件のうち、特に②、③のうち、②を欠

けているというご指摘だったということです。 

 しかし、助言委員の一部の委員からは、③についてはかなりの蓋然性を持って、条

件を満たしている可能性がある。さらに②についても、ややグレーゾーンだというこ

とで、そこについて結論を出せるかどうかは別としても、そこが非常に意見が対立す
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るということで、Aと断定しないまでも、Aに相当するという扱いをしたいというのが

一つの考え方です。 

○田辺委員 ガイドライン上、A相当のものじゃないと、カテゴリBはここで審査でき

ないということではないはずで、カテゴリBのうち必要なものについては、ここで助

言を出すという。 

○原嶋委員長 その必要性の理由ということですよね。限りなくそこに近いという、

そういう必要性を感じているというのが一つの考え方です。 

 説明上、必ずしもBだから絶対助言委員会にかけちゃいけない、ワーキンググルー

プを設置しちゃいけないと言っているわけじゃないけれども、その必要性が必要で、

必要性については、今申し上げた点が一つのポイント。 

○永井 事務局から。ガイドライン上は、カテゴリAは必須というか、かけることに

なって、Bは助言委員からの提案に基づいて、全体会合で議論するというたてつけに

なっております。 

○原嶋委員長 ここでその必要性を判断してご提案するという形ですね、もしやると

すれば。 

○瀧本 質問させていただきたいんですが、ということは、助言委員会のワーキング

グループの対象となるテーマというのは、このMCWAP2に限定されるということでよ

ろしいでしょうか。それも明確にしておきたいと思っています。 

○田辺委員 特に大気汚染については、先ほどPM10は現地基準を満たせない可能性が

あるというふうな説明がありましたし、SO2について、排出量自体は下げるという説

明がありましたが、大気環境について、SO2、NOXの大気環境をどこまで下げるかと

いうのは、今後確認していきたいなと思っているんですが。 

○鈴木委員 この表紙は排煙脱硫の話だというふうに理解しているんだけれども、今

の議論というのは、ほとんどがこの水の議論をしていますよね。それで、3点何％しか

使わない事業は、発電所は世銀が金を出したけれども、この給水事業は誰の事業なの

かというのと、3.3％しか使わないのに、あとの97％の事業費をどうしてかけるのとい

うふうに思いますけれども。過大な設計じゃないですか。もし給水計画がメーンの仕

事だとしたら、3.3％しか使わないというのは何でだろう。 

○瀧本 水の事業のほうについては、我々の借款の対象外になります。ですので事業

のスコープには入っておりません。水衛生省が所管となって計画をして、資金を集め

て実施するものです。 

 ですので、この事業で過大に、我々の排煙脱硫装置の事業でその資金を手当てする

ということはございません。 

○鈴木委員 それで不可分一体かという話が出てくるわけね、排煙脱硫に水が必要だ

から。はい、わかりました。 

○原嶋委員長 資金先は違う。発電所も、脱硫装置も、水も違うと。ただ、事業の性
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質上、一体かどうか、そういう議論です。 

 一つの着地点としては、26日にワーキンググループを設置していただいて、田辺委

員にはちょっと特殊な扱いですけれども、文書によってご参加いただくなり、あるい

はどなたかに託していただくなりしてするという形というのはいかがでございましょ

うか。 

 それで、26日の参加者というのは、復活させるとどなたになるのか存じ上げないん

ですけれども。 

○永井 復活というか、多分もうご都合が皆さん埋まっていると思うので、ここでご

関心のある方が、今もう白紙の状態ですので。 

○原嶋委員長 あるいは26日、当初の予定で考えていらっしゃった方を含めて、参加

者を確定してやると。 

○作本委員 26日にやるかどうかは別として、その前に、この場でやっぱり不可分一

体の白か黒かという議論は、基本的にもう避ける、しない。これをそっくり持ち込む

とですね…… 

○原嶋委員長 ここで白か黒かを決めるところではないと思うんですね。 

○作本委員 ないというふうに。BカテゴリならBカテゴリで構いません。 

○原嶋委員長 終的なガイドラインの運用そのものはJICAのものなので、JICAが

終的に決めることで、それに異議があれば、また異議申し立てとあるかもしれません

けれども、ここは裁判所ではないので。 

○作本委員 要らないというふうに、もしご判断いただけるほうが、入り口の部分が

取っ払われるんじゃないかなと思います。 

○原嶋委員長 意見が対立していて、グレーだということだけは言えると思うんです。 

○作本委員 具体的な環境社会影響だけを議論するというふうにしたほうが効率的か

なと思いました。 

○原嶋委員長 ここで白か黒かを決める、ここは 高裁の大法廷ではないので、多数

決で白か黒かを決めてもあまりいい結論にはならないと思いますので、それは特に必

要ないと思いますけれども、ただ、グレーであることは確かであるので、一度助言委

員会を設置して、助言委員として申し上げたいことをしっかり申し上げておくという

手続を、慎重なサイドに立って行ったらどうかと。 

 ただ、日程的なことはやっぱり尊重していただければ、26日というのは一つの到着

点なので、田辺さんには申しわけないんですけれども、折り合っていただくというこ

とでいかがでしょうか。 

 26日の参加者をここで決めますか。 

○永井 もし可能であれば、ここで挙手していただけると。 

○原嶋委員長 確認ですけれども、26日にワーキンググループを設置するということ

で異議はございませんでしょうか。よろしいですか。 
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 それでもって、後ほどこの次にワーキンググループのスケジュール確認があります

ので。 

○永井 そうですね、全体の日程も調整させていただきますので、そのときにあわせ

て。 

○原嶋委員長 一応、今日は大変長い時間をとってしまって大変恐縮ですけれども、

この件についてはそういう形でとらせていただいて、スケジュールの確認に移らせて

いただきたいと思います。 

 ご説明どうもありがとうございました。仕事が増えてしまって申しわけありません

が、よろしくお願いします。 

 ご説明はこれで一旦締めくくりとさせていただいて、今の件も含めてワーキンググ

ループのスケジュール確認ということでよろしくお願いします。 

○永井 事務局から失礼します。お手元の議事次第の裏紙、裏を見ていただけますで

しょうか。助言委員会ワーキンググループ、全体会合の日程及び担当委員を記載させ

ていただいております。丸がついているところが参加可能とお返事いただいたところ

でございます。 

 まず、今決まりました11月26日のワーキンググループですけれども、どなたかやっ

ていただける方、いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。 

 作本委員、メールで田辺委員、メール審議。長谷川委員、木口委員。できれば4名で

お願いしたいんですけれども。重田委員、4名確定いたしました。 

 田辺委員、申しわけないんですけれども、どなたかにできればコメント、助言を引

き継いでいただいて、趣旨をご説明していただいて、メール審議にご参加いただけれ

ばと思います。 

 では、この4名プラスメール審議1名で対応させていただきたいと思います。 

 あと、全体の日程で、12月28日と1月4日は、ワーキンググループ開催なしとさせて

いただきました。年始年末ということもあって、なしとさせていただきました。 

 この場で決めさせていただきたいのは、12月10日が今のところ2名でございまして、

ご参加いただける方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。12月10日月曜日

でございます。 

 よろしくお願いいたします。4名。 

 あと、12月14日も3名なので、もう1名できる方がいらっしゃったらよろしくお願い

します。 

 では、後でまたメールで事務局からご連絡……石田委員はどちらでご参加いただけ

ますか。 

○石田委員 14日に名前を入れていただけますか。 

○永井 はい、石田委員、12月14日お願いいたします。 

○石田委員 それと、もし可能だったら11月30日に参加したいんですが。 
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○永井 はい、11月30日。石田委員、追加させていただきます。 

 あと、1月は、今回初めて皆様に予定をお示しさせていただくものです。参加できな

い回があれば、よろしくお願いいたします。 

 林委員。 

○林副委員長 12月3日はないんだ。 

○永井 12月3日は、今朝キャンセルをさせていただきました。申しわけございませ

ん。 

 では、事務局から以上です。 

○原嶋委員長 どうもありがとうございました。ご無理申し上げて。 

 それでは、時間を大分とってしまいましたので、テンポアップです。次に進めさせ

ていただきます。 

 次は、助言文書の確定ということで、まず1件目がミャンマーのチャウセ火力発電所

事業についてでございまして、これは林委員ですね、よろしくお願いします。 

○林副委員長 ミャンマー国チャウセ・ガスコンバインドサイクル火力発電所建設事

業ということで、スコーピング案に対する助言案というワーキングを10月1日に開催

しております。 

 参加委員は、源氏田委員、作本委員、柴田委員と私の4名でございます。 

 ここのスコーピング案に対して意見が73出まして、議論をさせていただきました。 

 これは、ミャンマーの中央部のちょっと南側、マンダレーのちょっと南側のところ

にガスコンバインドサイクルの火力発電所を建設するというようなもののスコーピン

グ案ということでございます。 

 1ページめくっていただくと、助言として10件出ております。 

 全体的事項としては、ミャンマー国のエネルギー開発と気候変動対策に関する方針

との関連についての助言が出ておりまして、これらの方針を確認して、ガス火力発電

所建設による理由づけというんですか、そういうものを書いてほしいというようなこ

とで、火力発電所の建設による電力供給力の強化が強調されている理由をDFRに記述

することということになっているものが1点目でございます。 

 2点目が、この敷地のすぐ横に、2019年からたしか5年計画で、レンタルベースのチ

ャウセ・ガスエンジン発電所という移動式のような発電所。本事業が稼働する直前ま

で稼働させるというようなものがありまして、それとの影響について懸念する意見が

出されたということでございます。 

 累積的影響というような、いろんな議論があったんですけれども、実際に時期がか

ぶるということはないということで、結論としては、本事業の供用中において、レン

タルベースのチャウセ・ガスエンジン発電所の累積的影響が生じる可能性が判明した

場合にはということで、適切に対処するように申し入れるということになってござい

ます。 
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 3番目は代替案の検討ということで、代替案の検討について、内容についての記載を

充実させるということで、大気汚染、自然環境、社会配慮等についての記載を充実さ

せて、比較検討した結果を示すというようなことをDFRのほうに記述するというよう

なことが3番目の点でございます。 

 それから、スコーピング・マトリクスについては、ステークホルダー協議等の場に

おいて、少数民族・先住民族の有無を再確認し、適切に対応することということで、

統計データの中に数％少数民族、先住民族等が含まれているというデータが示されて

いたことから、この点について配慮したほうがよろしいでしょうということが意見と

して出されております。 

 それから、5点目ですけれども、空冷式の冷却施設から出る温排気及び騒音について、

必要に応じて影響を検討してDFRに記述することというものが5点目でございます。 

 7点目については、環境配慮ということで、取排水が行われるのはミンゲ川という川

から行うんですけれども、その設備周辺を含めた取排水設備と、事業まで引いてくる

水路を含めた本事業地における自然環境に関するデータを、現地調査等を通じて適切

に把握してDFRに記述することということが7番目でございます。 

 8番目については、発電所からの排水について、温度の話ですけれども、排水先の水

温との差異を調査して、必要に応じて対応をDFRに記述することということがござい

ます。 

 それから、9番目については、振動基準について、日本等の基準を準用する旨、DFR

に記載することということです。 

 助言の 後としましては、社会配慮ということで、農作物の作物補償に関する手続、

責任機関、補償基準について確認してDFRに記述することということになってござい

ます。 

 2枚めくっていただきまして論点でございますが、論点については、助言の1番目に

書かれておりましたエネルギー開発計画との絡みについて、エネルギー開発計画と気

候変動関係の問題について、火力発電所ということでいろいろ議論が出たということ

でありますが、JICAのほうから、ミャンマー政府はエネルギー開発計画の策定を了し

ておらず、技術協力を通じて電力エネルギー省の計画策定能力向上を支援している旨

説明がなされたというようなことでございます。 

 その中に、JICAのほうから、再生可能エネルギーを含め多様なエネルギー供給網を

バランスよく活用する方向であるという旨の説明がなされたというようなことの回答

があります。 

 それからもう一つ、2番目ですが、これも先ほど助言のほうで出てきました、本事業

とチャウセ・ガスエンジン発電所との関連性ということで、本事業地のすぐ横にレン

タルベースのチャウセ・ガスエンジン発電所というもので発電が行われるものがある

ということで、これの累積的影響を評価すべきではないかという指摘がなされた。 



 

 - 20 - 

 それに対して、JICAのほうから、これは民間事業が実施するもので、実際に稼働す

る時期が2019年2月からの5年間で終了するというもので、本事業が2025年からだった

と思いますが、2025年ということで、重複する期間でないということで、稼働時期が

重複しない計画なので、供用中の累積的影響を考慮することは合理的でないという旨

の説明がなされたということで、これを踏まえた助言の中身になっておるということ

でございます。 

 以上です。 

○原嶋委員長 それでは、ワーキンググループに参加された委員からの補足、あるい

は他の委員からご質問などがありましたら、挙手をお願いします。 

 近の傾向としては、ミャンマーの案件がとても多い。場合によっては全体像とい

うか、今動いている案件の全体像を教えていただきたいような感じもしていますので、

また別の機会にお願いできればと思いますけれども、この件について、他にご意見ご

ざいましたら。 

○山岡委員 また2点あるんですけれども、論点の2番目の発電所との関連性、これ

「エネルギー省によれば」と書いてありますけれども、多分、「電力エネルギー省」

のほうが正確な表現ではないかなと思います。 

 2点目が、ここに既に累積的な影響を考慮することは合理的でないというご説明があ

るんですけれども、確認なんですが、これは現在というか、ガスエンジンのほうは移

動式であって、これは一次的なものであって、それは24年でもう移動式だから撤去し

て、そのかわりにガスコンバインドサイクルを運転するという、そういうことだとい

うふうに理解しているんですけれども、それでよろしいんでしょうか。 

○村岡 ありがとうございます。まさにそのとおりでございまして、まず1点目は、確

かに「電力エネルギー省」というのが正確な記載になるかと思います。 

 レンタルのほうについては、まさに移動式、コンテナのような発電機を設置するも

のでございまして、5年間の契約で終了して、稼働については重複するという形ではな

くて、その後に、この今回助言委員会にかけさせていただいている発電所が稼働する

という時間軸になります。 

○原嶋委員長 他にございますか。 

○石田委員 助言そのものについてお伺いしたいんですけれども、助言の4番の「適切

に対応すること」、2つほどあって、少数民族・民住民族の有無が、まだ確認できてい

ないということなんですね。それが1点目で、もしいらっしゃった場合に、「適切に対

応すること」の、適切に対応はしていただきたいし、少数民族や先住民族の方々、も

しいらっしゃったら、彼らの意見なりアイデアなりが反映されるべきだと思いますけ

れども、「適切に」という文言だと大丈夫なのかなという気がしたんです。英語で言

うとadequatelyとかproperlyだとか、そんなことになるんじゃないかと思いますけれど

も、それで委員の方々が多少なりとも助言に残すような形で懸念されている思いが伝
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わるのかどうかなと思ったので、もしよろしければ、何かもう少し踏み込んだような

言葉がいいのかなと思ったので、質問としてお聞きいたします。 

○源氏田委員 これ、まず 初の「少数民族・先住民族の有無を再確認し」というと

ころですが、JICAからのご説明では、現時点でざっと調べたところでは、少数民族・

先住民族は出ていないんだけれども、その人口の割合の5％がothersという、どの民族

なのかわからないということになっておりまして、その中に少数民族・先住民族が入

っていない可能性というのを確認できないものですから、いる場合があるかなという

ことで、まずは少数民族・先住民族の有無を確認していただきたいというのが1点目に

なっています。 

 それから、確かに「適切に対応すること」というのは、非常にばくっとした表現で

はあるのですが、込めたい思いとしては、その少数民族とか先住民族の方々に固有の

ライフスタイル、文化など、そういったものに影響が及ばないように配慮していただ

きたいということなんですけれども、そうですね、そこら辺ももう少し詰めたほうが

いい感じですかね。 

○石田委員 私はこれに参加していない、あくまで外部者として申し上げると、もし

私がこれを受け取って読んだ場合、「適切に」という言葉であれば、その各自が持っ

ているフィロソフィーなり、各自が持っている少数民族への対処方法なりで対処して

しまうのじゃないかなという懸念があるので、もしワーキングをやられた委員お二人

で、何かもう少し先方にわかるような言葉で、今おっしゃったような、「ライフスタ

イルに影響を与えないような形」とか、そういう言葉があれば少し加えていただくと、

より意味がはっきりするのではないかなというふうに考えてみました。 

○源氏田委員 ありがとうございます。例えば、今申し上げたように、「少数民族・

先住民族の有無を再確認し、そのライフスタイルや文化に影響を及ぼさないように適

切に対処すること。」のような、そんな形ですかね。 

○石田委員 それがお話しになられていることの文脈に沿っているんであれば、はい、

それ…… 

○作本委員 今の源氏田さんの追加の表現はよろしいかと思うんですけれども、ただ、

スコーピング・マトリクスですから、そういう意味では社会文化まで、社会文化です

かね、何か細かい、確かに入れると、英語にすると、石田委員がおっしゃられた

properlyかadequatelyしかないですよね。何を言ってるんだということになりかねない

ので。 

 ただ、今、逆に本当にいるかどうかわからない。ただミャンマーという、こういう

お国柄もあるということで、「ライフスタイル」という言葉は必要でしょうか。「ラ

イフスタイル及び社会文化的に影響を及ぼさないように」、この表現がいいのかちょ

っとわからないんで主査にもお願いします。 

○林副委員長 思いが伝わればいいんじゃないですか。 
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○作本委員 思いを伝えますか。 

 じゃ、今の源氏田さんの案を。 

○原嶋委員長 今の源氏田委員の案。誰が今画面をいじっていらっしゃるのかな。 

 もう一度確認で。 

○源氏田委員 少数民族・先住民族の有無を再確認し、そのライフスタイル及び社会

文化に影響を及ぼさないよう適切に対応すること。 

○原嶋委員長 もう一度お願いします。今のを繰り返しでお願いします。 

○源氏田委員 「少数民族・先住民族の有無を再確認し、」の後に、「そのライフス

タイル」…… 

○村岡 すみません、PDFなので苦労しております。 

○原嶋委員長 「そのライフスタイル、」…… 

○源氏田委員 それから、「そのライフスタイル、」の後に、「社会文化に悪影響を

及ぼさないよう」。「適切に対応すること。」はそのままですね。 

○原嶋委員長 わかりました。じゃ、それでよろしいでしょうか。 

 あと、先ほどの論点のところの省庁の名前が、電力何とか省ですか、省庁の名前を

直すという2点でございますけれども、これについて特に異論がなければ、こういう形

で。 

○石田委員 それについて異論はありません。他にあります。 

○原嶋委員長 よろしいですか。他に何か。 

○石田委員 もしご説明を聞き漏らしていたらごめんなさいなんですが、助言の8番の

「大気温及び排水先のミンゲ川の水温との差異を調査し」という、これはとても重要

なことだと思います。 

 それで、「大気温と排水先のミンゲ川の水温との差異を調査し」ということで、こ

れは現状の大気温とミンゲ川の水温ということなんでしょうか。それとも、現状のミ

ンゲ川の水温と、それから今後冷却された排水が流されたときのミンゲ川の水温の差

もあわせて調査するという、そういうことなんでしょうか。もし聞き漏らしていたら

ごめんなさいなんですが、教えてください。 

○源氏田委員 これ、質問を出したのは私なのですが、この意図は、発電所からの排

水がかなり高温だと言われておりまして、その時に、大気温によって少し下がります

よという説明をされたのです。それから後、排水管を流して行く間にも少し下がりま

すよということを言われたので、この「大気温」というのは周りの大気温です。それ

と、あとはミンゲ川の、排水先の普通の水温です。通常の水温という意味で書いてお

ります。 

○石田委員 ということは、現状のミンゲ川の水温は、もうわかっているわけすね。 

 あと、冷却水を排水することによって、どの程度河川水の温度が上がるかというこ

とも、もう既に調査済み、ないしはこれから調査しようとしているということなんで
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しょうか。 

○源氏田委員 はい。今スコーピング段階ですので、その水温の差を調査してもらお

うと思っております。 

○石田委員 その水温の差は、大気温プラス現状の水温と、あと排水がなされていっ

て、どういうふうに水温が上がるかという、その水温。 

○源氏田委員 上がるかとか、はい。 

○石田委員 わかりました。ありがとうございました。 

○原嶋委員長 他によろしいでしょうか。 

 それでは、今2点、文面の変更がありましたけれども、その文面の変更後ということ

で、主査よろしいでしょうか。 

○林副委員長 はい。 

○原嶋委員長 それで確定ということにさせていただきたいと存じます。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、バングラデシュのマタバリ港開発事業ということで、この

案件については田辺委員に主査をお願いしておりますので、まずご説明をお願いしま

す。 

○田辺委員 本ワーキンググループは、こちらの記載の6名で行いました。 

 マタバリ港の開発事業ですけれども、マタバリ発電所事業というのがありまして、

そこの一部のコンポーネントとして港の一部を整備する事業と、それからマタバリ港

開発事業として港を整備する事業という2つのコンポーネントが絡んでいるので、助言

のほうも、港のほうもあれば、発電所に絡むものも含まれているという形になってい

ます。 

 助言のほうは8点ありまして、まず環境配慮ですが、マングローブの生態系に関して

は、本数での代替植林がなされる予定ですが、面積についても考慮するようというの

が1点目です。 

 それから、2点目からは浚渫の問題でして、後で論点にも出てきますが、遠浅の海岸

に大きな掘り込みで港を作るものですから、浚渫土砂が今後ずっと発生するというこ

とで、その浚渫土砂の物性ですね、粒度とか密度に関してもFRに記述するということ。

それから3番ですね、浚渫土砂の投棄について定期的なモニタリングをきちんと行うと

いうこと。 

 それから4点目、5点目は船舶の海洋投棄ですが、まず4点目は、陸揚げされる廃棄

物については、法律や自治体の条例に基づいてきちんと処理されるかどうかを確認す

るということ。5点目は、船舶からの海洋投棄について、バングラデシュは今、マルポ

ール条約に基づいて国内規定を整備する予定ということなんですが、その施行時期が

未確定であるために、マルポール条約に基づいてきちんと確認してほしいというのが5

点目です。 
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 それから、社会配慮については、6点目ですが、RAPのモニタリングフォームにおい

て漁獲高の項目をつけ加えてほしいと。実際に、その漁獲量が低減しているようなデ

ータも、発電所事業以降、建設工事を今やっていますが、その中で因果関係は必ずし

も明確ではないのですが、漁獲高の変化がありますので、それに対してきちんとフォ

ローしてほしいということです。 

 それから7点目は、特に港、発電所の周辺においては、浸水害がこのところ深刻にな

っていまして、その浸水害の発生回数とか、期間とか水位等のデータをきちんとモニ

タリング、把握して、それをモニタリング計画に入れてほしいというのが7点目です。 

 それから8点目は、火力発電所事業のほうは、モニタリングレポートの公開がなされ

ていない状況ではあるんですが、港のほうは今後なされる予定ということですので、

火力発電所事業のモニタリングレポートの公開は、改めて働きかけてほしいというこ

とです。 

 論点のほうですが、助言の2番の内容が、より細かく書かれていまして、浚渫土砂の

物性についてきちんと記述するという議論がなされています。 

 以上です。 

○原嶋委員長 それでは、ワーキンググループに参加された委員からの補足、あるい

は他の委員からのご意見や質問がありましたら、挙手をお願いします。 

 1点だけ。6番の「LA」は、これは土地取得ということで先ほどお伺いしましたけれ

ども、これ、「LA」にしておいて、見た方は。 

○小椋委員 事務局から事前に配られたチッタゴン・ポート・オーソリティーのいわ

ゆる住民移転計画がLARAP、Land Acquisition and Resettlement Action Plan、それに

平仄を合わせました。 

○原嶋委員長 表紙にある資料のことですね。わかりました。 

 他にございますか。 

○石田委員 複数あるんですけれども、まず1番。「代替植林は本数のみならず面積も

指標」ということ、すごくいいと思ったんですが、1つもしわかれば教えていただきた

いんですけれども、ここのマングローブ林は結構卓越しているというか、単層林のよ

うな感じなんですか。それとも複数のものが混合しているのか。それによっては固有

種とか、在来的なものの組み合わせも考えたほうがいいのかなというふうに思ったん

ですけれども、そのあたりのご検討はいかがなんでしょうか。 

○鈴木委員 種構成は、そんなに珍しいものはないみたいな話ではあったですね。 

○石田委員 比較的種数も少ないので、代替植林も余り設計を難しく考える必要がな

いというようなことなんでしょうか。 

 それとも、調査でマングローブ林の種数だとか、面積だとか、種類ごとにわかって

いなければ、やったほうがいいんじゃないかなとは思うんですけれども。 

○高橋 南アジア部の高橋と申します。よろしくお願いいたします。 



 

 - 25 - 

 協力準備調査のDFRによりますと、マングローブの種としましては、主要なものと

しましては、アビシニア属ということでございまして、基本的にはそれほど希少、貴

重な種、貴重種ではないという評価をしております。 

 その他は、すみません、アカントゥスイリホリウス、アエジアリティスルトゥリホ

リアなどが挙げられております。 

○石田委員 種数、種名はもうかなり判明しているということですね。 

○高橋 はい。 

○石田委員 続けて言ってしまいますけれども、3番のモニタリングは、これはシミュ

レーションを継続してモニタリングをしていくということなんでしょうか。それとも、

モニタリングには実測も伴うというような理解をしていいんでしょうか、どういうこ

となんでしょうか。特に海洋投棄分についてです。陸上は、実測すぐ簡単にできるで

しょうけれども。 

○浅野 実測を想定しています。シミュレーションを継続するというわけではなくて、

実測、周辺の海洋サンプリングをとって、そのSS濃度であったり、そういったものを、

確認をするというのが、ここのモニタリングの具体的な方法です。 

○石田委員 それを担当する機関はちゃんとあるんですか。予算もついているんです

か。 

○浅野 当面、工事中はコントラクターによってそれを実施する。現在、航路浚渫を

やっている場所も同じようなことをやっていますので、それを範囲を広げてやるとい

うことかなと考えています。 

○石田委員 わかりました。ありがとうございます。 

 あとは6番で、漁獲量の低減。つまりこれは漁業者、恐らく小規模だと思うんですけ

れども、小規模漁業者への補償及び支援だということで、とてもいいなと思ったんで

すが、現実的に漁獲量の低減という減少を、例えば、これ数年単位ですよね、数十年

の話じゃなくて数年単位ですよね。その時の低減理由というか、漁獲高の低減そのも

のを特定できるのかというのが一つ疑問です。 

 それからもう一つは、それを行う場合に、先ほどのお金だとか、機関とか関係しま

すけれども、これがわかる専門家を、やっぱりモニタリングチームに入れる必要があ

るんじゃないかと思いますし、もしモニタリングチームにいないんだったら、大学な

りその国の研究機関で、漁業研究機関のところへ依頼するお金も確保しておく必要が

あるのじゃないかなと。 

 つまり、私の質問は、漁獲量の低減を特定できるのかということと、それが第1点目

で、2点目は、専門的な人をモニタリングチームないしは雇い上げることが必要ではな

いでしょうかという、その2点です。 

 1点目は補足すると、漁獲量の低減というのは漁獲活動だけで起きるわけじゃなくて、

水温変化とか、地球全体の海流の変化だとか、いろんな特定要因があるので、専門家
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でも結構難しいんです。 

○高橋 ありがとうございます。この漁獲量の低減の因果関係の調査ですが、今後、

審査でどのような検討ができるか考えてまいりたいと思います。現時点ですと、具体

的にこのようにしますというのがお答えできず、大変恐縮です。 

 もう一つ、モニタリングに関しましては、別途環境レビュー方針のところのご説明

でも出てまいりますが、外部モニタリングを入れられるように、実施機関との間で合

意できるよう働きかけをしてまいりたいと思います。その際に、ご指示いただいた点

についても、検討、調整してまいりたいと思います。 

○石田委員 ご回答ありがとうございました。 

○原嶋委員長 他にございませんか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、ここで10分ほどということで、45分に再開と

いうことでお願いします。 

午後3時36分休憩 

午後3時45分再開 

○原嶋委員長 それでは、そろそろ再開をさせていただきたいと存じます。 

 続きまして、環境レビュー方針の報告ということで、2件予定されております。 

 1件目が先ほどのバングラデシュのマタバリ港開発事業でございます。 

 それでは、ご説明、よろしくお願いします。 

○高橋 ではよろしくお願いします。南アジア部の高橋と申します。 

 先ほど田辺委員からご案内いただいたように、10月26日にマタバリ港開発事業協力

準備調査のドラフトファイナルレポートに関するワーキンググループ会合を開催いた

しました。 

 本日はその環境レビュー方針の報告ということで、このような機会をいただいてい

るところではあるんですが、本来でありましたら、助言確定の全体会合を経た上で、

環境レビュー方針の報告という段取りであるべきというところだと思います。この点、

今後の相手国政府との交渉のタイミング等を踏まえまして、本日、環境レビュー方針

の報告をさせていただくことに関しあらかじめお詫び申し上げます。ご了承いただき

まして、ありがとうございました。 

 それで、この件に関しましては、この10月26日のワーキンググループ会合に先立ち、

10月5日にマタバリ港開発事業と隣接事業であるマタバリ石炭火力発電事業の間で、

共同利用する予定である事業スコープについて、事業スコープの切り分けについてご

説明をさせていただいた経緯がございます。 

 具体的には、防波堤、航路、泊地の浚渫に関してのスコープの部分でございますが、

調査の対象としましては、マタバリ港、港事業の協力準備調査の調査対象としており

ましたけれども、実際の工事については、これらの部分については、火力事業のほう

で施工する、そういった方針を説明させていただいた次第でございます。 
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 その結果を踏まえ、本日ご報告をする環境レビュー方針については、助言の対象と

しては、このマタバリ港の協力準備調査の調査を対象とするということで変更はござ

いませんが、隣接事業で施工するスコープについては、隣接事業の環境レビューの対

象として方針をご説明しまして、今後、両方の事業及び両方の実施機関に対して、そ

れぞれ必要な対応を申し入れを行っていく方針になってまいります。 

 したがいまして、今日ご説明、ご報告させていただく環境レビュー方針については、

港事業と火力事業合同のレビュー方針という位置づけとなってまいります。 

 それでは、ちょっと前置きが長くなりましたが、環境レビュー方針の内容について

ご説明させていただければと思います。 

 2ページ目、追加の確認事項の部分について、ご説明させていただきます。 

 まず、全般事項の1）でございますが、事業コンポーネントの部分でございます。先

ほどのとおりで、港事業と火力事業で、それぞれ共同利用するスコープがございまし

たり、さまざまな調整が生じてまいります。そのため、事業スコープの分担について、

そのバングラ政府内での調整、承認手続について、よく確認してくるというところで

ございます。 

 2点目、環境社会配慮につきまして、これは他の案件でも同じと思いますが、環境レ

ビューの前に承認済みのEIA、ECC、RAP、協力準備調査のドラファイを情報公開を

すると。 

 次、ちょっと飛ばさせていただきまして、5）ステークホルダー協議のところでござ

いますが、移転住民に対する補償としての代替地提供の可否、可能な場合は場所、ス

ケジュール等の詳細、移転住民との合意状況を確認してまいります。 

 6）でございますが、環境管理計画、環境モニタリング計画、モニタリングフォーム

につきまして、情報公開の可否について、実施機関と合意をしてまいります。 

 実施体制のところにつきましては、実施促進のNGOの詳細TORの内容の確認、また、

その外部モニタリングに関しまして、費用について、JICAの融資適格項目とするか、

あるいは相手国政府の負担とするか確認をしまして、TORを応用してまいりたいと思

います。 

 8）コンサルタントのTORでございますが、環境社会配慮の団員、要員について、し

っかりと担保できるようにマンマンス、TORについて確認をしてまいります。 

 9）の情報公開は、先ほどと同じでございますが、モニタリング結果の現地での公開

の方法、場所等の詳細を確認して、合意をしてまいります。 

 （2）汚染対策でございますが、ご指摘いただいた点として、水質の部分です。バラ

スト水の排水管理の方法、これについては確認をしまして、合意をしてまいりたいと

思います。より詳細な情報を、DFRの中で記載をしまして、バラスト水の管理方法に

ついては、今後、継続協議をしていきたいと思います。 

 次、3）の廃棄物でございますが、港湾の部分における浚渫土砂の扱いでございます。
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陸上、海上、両方のダンピングサイトで投棄が行われる予定になっておりますので、

粘土分の海中における拡散、まず海上のほうにおいては、また陸上における流出、飛

散、投棄地周辺の水質の汚濁、水深、ソナディアECAにおける粒径分等の定期的なモ

ニタリングを行い、必要な場合には、適切な汚染防止措置を図るという助言をいただ

いているところでございます。 

 また、船舶からの海洋投棄については、それが禁止されており、かつ、当該案件の

港湾施設に陸揚げされる廃棄物については、廃油を含む液状廃棄物、有害廃棄物、そ

の他廃棄物がバングラの国内法規制及びマタバリ港が所在する自治体の条例に基づき

適切に処理されることを確認してまいります。 

 特に有害廃棄物については、適切な処理が可能な業者が近隣地域に存在することを

確認したいと思います。 

 また、船舶からの海洋投棄については、マルポール条約で規定されている廃棄物の

種類、バングラ国の投棄海域の助言に基づいて適切に処分されることを確認してまい

りたいと思います。 

 その後、自然環境の部分でございますが、非常に貴重な種であるヘラシギに対する

影響ということで緩和策とモニタリング計画の策定状況を確認しまして、EMP及び

EMOPに反映することを合意してまいりたいと思います。 

 また、代替の植樹でございますが、それについて、大体植樹の本数、場所というの

は、ちょっとまだ確認ができておりませんで、審査時に確認してまいりたいと思いま

す。 

 また、先ほどご指摘いただいたマングローブ林の生態系の連続性を維持することを

目的とするというところに関しては、本数だけではなくて、面積についても指標とす

ることを検討するよう実施機関に申し入れてまいりたいと思います。 

 社会環境に参りまして、追加で確認事項というところで、確認すべき点をご案内を

させていただきます。 

 まずカットオフデートです。補償のカットオフデートについては、その周知をサイ

トでの立て看板の設置等、誰にでもアクセス可能な方法で、改めて実施するように合

意をしてまいりたいと思います。 

 また、受給資格、これは先ほどいただいたところでございますが、RAPのモニタリ

ングフォームに漁獲量の項目をつけ加えます。その実施期間、実施体制、因果関係の

調査、漁業従事者の生計に影響が確認される場合の補償と支援方針を合意してまいり

たいと思います。 

 補償の方針の部分、7ページ目の頭でございますが、この部分につきましては、まず

代替地の提供の方針について確認をし、移転住民との住民協議の結果、補償方針につ

いて合意済みであることを確認していきたいと思います。 

 また、隣接事業であるマタバリ火力事業で得られた教訓、具体的には左側に書いて
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あるところでございますが、なるべく早い段階から住民に対する提出書類の周知、書

類作成支援が必要である。また、住民による書類作成については、より手厚い支援が

必要としたところを書かせていただいておりますが、それらを踏まえて、この事業に

おいて、どのような対応ができるかということを考えて、実施機関と合意をしてまい

りたいと思います。 

 次に、生計回復支援、5）の部分でございますが、これについては、まず予算とスケ

ジュールを確認しまして、実施機関と合意をしてまいります。また、同じくマタバリ

火力事業での教訓、これを踏まえまして、実施機関と協議をしてまいりたいと思いま

す。 

 また、7ページ目、下の部分、苦情処理メカニズムのところでございますが、これに

ついてもまた同じくで強縮ですが、マタバリ火力のほうでの教訓を踏まえまして、そ

の内容について合意していきたいと思います。 

 あと8ページ目、 後の部分でございますが、10）浸水被害のところでございます。

JACSES様からご指摘をいただいていたところでございますが、これに関しましては、

まず実施段階において、港及び発電所周辺における近年の浸水発生回数、浸水期間、

水位等のデータを把握して、これらの項目をモニタリング計画に含めることを合意し

ていきたいと考えております。 

 とりあえず、私からは以上でございます。 

○原嶋委員長 ありがとうございました。 

 それでは、今のご説明に対しまして、コメント、ご質問がありましたらご発言をお

願いします。 

○谷本委員 1点すみません、これは鈴木委員のコメントのところに、助言のところで

すけれども、レビュー方針の5ページの上のカラム、上の枠の右側のマングローブのと

ころに書かれている言葉、文言です。これを助言対応表の1番に入れてください。助言

対応表では、本数ではなく面積をとなっていますので、これはのみならずということ

で、これは直していただきたいと思います。 

○高橋 承知いたしました。ありがとうございます。 

○原嶋委員長 他にございますか。 

○作本委員 3ページの8番にコンサルタントTORとあるんですけれども、 近ちょっ

といろいろ話を聞きますと、コンサルタント、特に環境社会配慮、コンサルタントの

いわゆる予算が少ないというようなことをちょっと聞くことがあるんですけれども、

実際、これだけの大きな事業になりますと、ちょっとお財布の中まで言うのは申しわ

けないと思うんですけれども、十分な人員と予算をこのコンサルタントの雇用に使わ

れているのかどうかという。例えばこれだけのものを、公害から自然環境、社会配慮、

いろいろな分野にわたるものを、1人、あるいは2人ぐらいで調査しろってかなりきつ

いことですよね。しかもパー・マンマンスで、半年ぐらい、あるいは数カ月でもって
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これを仕上げるということは至難のわざ、我々がこの自然環境配慮団員に押しつける

というか、無理を要求するということになりかねませんので、実際、このあたりどう

なんでしょうか、かなり悲鳴を上げているようなことも、ここでは何名、コンサルタ

ントということが書かれておりませんけれども、実際、十分な人員というか、調査の

期間を含めて、どういうことになっているのかも、少し教えていただければ、ありが

たいのですが。 

○高橋 ありがとうございます。まず、これは協力準備調査ではなくて、借款事業の

中でのコンサルティングサービスを想定して、今、議論させていただいているわけで

ございますが、工事中及び供用開始後のモニタリングということで、基本的には事業

実施機関が責任を持ってEMUを設立しまして、モニタリングをしていくという、それ

に対して、借款のコンサルティングサービスの中で、そのモニタリング活動を支援し

ていくという、そういうたてつけになろうかと思います。 

 大変、申し訳ございませんが、今の時点で大体どれぐらいのマンマンスをつけると

いうところは、検討過程でございまして、申し上げられないところではあります。た

だ、今後、借款本体のコンサルティングサービスのTOR、マンマンスを考えるに当た

りまして、環境社会配慮の部分について、十分にコンサル、専門家を張りつけるよう

に、我々からも指導、交渉をしていきたいと考えております。 

○作本委員 ありがとうございます。ご丁寧なご回答。特にここで、マンマンス、ど

のぐらいの予算をつけているとか、人数とか、そういうことは聞くつもりもありませ

んけれども、ただ、やはりこれだけの広範な分野で、専門領域を幾つもまたがるとい

うときに、やはり予算をある程度確保してつけてあげることが。もしかして我々、背

後で一生懸命仕事をされている方に無理を要求しているのではないかという一つの責

めも感じまして、そのあたりをもし、できるだけ予算化というか、していただければ

ありがたいという要望です。 

○高橋 承知いたしました。ありがとうございます。 

○日比委員 ありがとうございます。 

 ひょっとしたら、助言案の確定前に質問しておいたほうがよかったのかもしれない

のですけれども、ちょっとお聞かせください。マングローブのところなんですけれど

も、確認済み事項としては、マングローブは約5,500本の伐採が必要ということなんで

すけれども、この5,500本というのは、多分、まとまった面積、両岸でまとまった面積

なのかなと思うんですけれども、どの程度の面積なのかなというのをもう一度教えて

いただければというのが一つ。 

 それから、代替植樹ということがあって、これは森林局のほうでもガイドラインが

定められているということではあるんですけれども、そもそも代替植樹、代替植林、

このプロジェクトにおける代替植林の目的は一体何でしょうかという質問です。これ

は単に本数なのか、でも、本数だけではない連続性を維持するのは面積ということで
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すし、そうなってくれば、面積は面積でも、全体の生態系の中のどの程度の面積なの

かというのもかかわって、生態系の機能としてはかかわってくるでしょうし、あと、

例えばCO2の吸収固定量ということを考えると、これも単に面積、総量だけではなく

て、どの程度の大きさの面積が何カ所ぐらいとかいうこともかかわってくる。他の生

態系サービスについても、本数だけでも、面積だけでも、多分、捉え切れない部分が

あるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。ちょっと教えていただければ

と思います。 

○浅野 南アジア部の浅野と申します。よろしくお願いします。 

 ご質問の点、まずどの程度の面積を指しているのかということなんですけれども、

具体的には0.23ヘクタールというのが調査結果です。今、この該当のマングローブ林

というのは全て1箇所の、橋を建設する箇所、橋梁が上を通過する場所に集中をしてい

る状況です。ここに0.23ヘクタールのマングローブ林、もちろんもっと広くマングロ

ーブ林はあるんですけれども、そのうちの0.23ヘクタールが対象になっていると。こ

れは1点目のご質問への回答です。 

 2つ目は、ではそれを、何を目的に代替植樹をするのかということなんですけれども、

主な目的としては、生態系の保全、生態系の維持というのが主な目的になっています。

そういったものを念頭にして、この助言もいただいたというふうに承知をしておりま

して、そうであれば、本数だけではなくて、面積も基準とするべきなのではないかと

いう助言をいただいたという、そういった次第です。 

○原嶋委員長 代替植樹はルール化されているんですよね、先方の国で多分。ルール

化というか、ルールで決まっているということですよね、たしか。 

○鈴木委員 代替植林というのは、何本植えるというのは、まだ協議をするらしいん

ですけれども、代替植樹自体はルールとしてあります。それから、今回のマングロー

ブが切られるところは、橋の工事区域だけです。それで、彼らが言うには、生態系の

連続性を維持するために代替植林をするということだったので、特に橋の下だと、光

条件とか、いろんな条件があるから、何本じゃなくて、そこを連続的にちゃんと機能

するような形で、面的な指標を加えたほうがいいんじゃないですかという話をしまし

た。 

○浅野 ありがとうございます。今、鈴木委員にご指摘いただいたとおりの議論の背

景になっているんですが、1つだけ訂正させてください。面積、今、0.23ヘクタールと

お伝えしたんですけれども、1.23ヘクタールの間違いです。おわびいたします。 

○日比委員 ありがとうございます。 

○原嶋委員長 ルール上は多分、本数基準なんでしょうけれども、それに加えて、面

積というのを考慮することを提案したらどうだというのが、今回の助言なんです。全

体の多分、目的そのものはミティゲーションなんですよね、基本は、そういうことで。

よろしいでしょうか。 
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 それではよろしいでしょうか。一応、ご説明を承りましたので、これで締めくくり

とさせていただきます。ありがとうございました。 

 では、次の準備をお願いします。 

 準備ができましたら、次が、バングラデシュ国のダッカ都市交通整備事業について

の環境レビュー方針の報告でございます。 

○高橋 すみません、ではまた始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

南アジア部の高橋でございます。 

 まず、このダッカ都市交通整備事業、1号線でございますが、ちょっと過去の経緯を

申し上げさせていただきますと、昨年、2017年の11月に、MRT都市鉄道の1号線と5号

線、両方を対象とした協力準備調査のDFRに関するサブワーキンググループを開催し

ていただきました。 

 その後、5号線については、その次の月の2017年12月の全体会合で助言を確定して

いただいて、環境レビュー方針をご説明したと、説明済みであるという、そういう経

緯でございます。 

 他方、1号線に関しましては、案件の形成スケジュールが少し遅れていたという、そ

ういう経緯もございまして、環境レビュー方針の説明自体は、説明というか、報告自

体は少し先送りをさせていただいていたという、そういう経緯がございます。 

 その後、ことしの6月、18年の6月になりまして、事業実施機関、ダッカ都市鉄道公

社のほうから、車両基地の場所を変更したいという、そういう申請がございまして、

その対応を検討しておった次第でございます。 

 今日、この1号線に関しましても、その環境レビュー方針についてご報告をさせてい

ただきたいと思うのですが、これに関しましては、車両基地の変更の要請を踏まえて、

5号線の環境レビュー方針から変わった部分、更新をした部分を中心にご説明をさせて

いただければと考えております。 

 では、よろしくお願いいたします。 

 それでは、こちらの環境レビュー方針の2ページ目の全体事項のところでございます

が、基本的には5号線の環境レビュー方針と大きく変更はないところではあるんですが、

車両基地の変更を踏まえまして、書きぶりが変わっているところにつきまして、ご報

告をさせていただきたいと思います。 

 4）のところでございますが、まず車両基地について、どういった変更の経緯があっ

たかというところをご報告をさせていただければというふうに思います。こちらの2ペ

ージ目の終わりの部分、一番下の部分でございますが、まず 初に車両基地、Depot

のオプションとして、3つのオプションを検討しておりました。コスト面、技術面、社

会配慮面等を踏まえて検討を行った結果、住民移転の も少ないDepotのオプション

というのを想定していた次第でございます。 

 しかしながら、（2）の部分でございますが、このオプション3の用地については、
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地方自治体を通じまして、用地取得を申し入れていたものの、地主側から合意を得る

ことができないでいたという、そういう経緯がございます。背景には、地価の高騰と

いった、そういう問題があるというふうに伺っております。 

 それを踏まえまして、これまで検討してきた残りの2つのオプションとともに、また

新しいオプションも踏まえて比較検討してきたというのが、その経緯でございます。 

 その中で、もともと考えていて、かつ、オプション3と比べると劣後していた1及び

2に関しましては、住民から他の事業により移転を迫られてきた住民というのが多くい

らっしゃって、再度移転することに対する社会的な合意というのを得るのが大変難し

いというふうに判断がされまして、結果的に、新たに加えられたオプションであるオ

プション4が採択されたという、そういう経緯でございます。 

 このオプション4を前提としまして、今年の9月22日でございますが、ステークホル

ダー協議を現地で開催いたしまして、住民からの社会的合意形成を進めまして、 終

的にオプション4で車両基地を建設したいということで決定をした、そういう経緯にな

ります。 

 5）ステークホルダー協議の内容について簡単に触れさせていただきます。新車両基

地についてと、真ん中より少し上のところに書いてあるところでございますが、具体

的にステークホルダーミーティングを2018年9月22日に開催をいたしました。参加人

数としては800名ほどというふうになっております。ここで出された主な意見と、そ

れに対する応答について、ご案内させていただきたいと思います。 

 1点目としては、アクセスのしやすいコミュニティの市役所での補償支払いを行って

ほしい。実施機関側はこれを了承しております。 

 2点目、これまで数回移転を強いられてきた移転住民が複数いるので、その際の補償

金を加味して補償金を算出してほしいと。これにつきましては、実施機関からは、新

たに制定されたバングラデシュの用地取得法に基づきまして、全移転住民に対して、

市場価格の3倍の補償金支払いをすることを説明、住民はこの水準で合意というところ

でございます。 

 3点目、補償金の算出を行う委員会には被影響住民の代表を含めること、これについ

ては、実施機関は住民移転コンサルタントを通じて、住民の意見を 大限反映させる

ことを説明し、住民側もこれを了承したというところでございます。 

 次でございますが、女性の世帯主等の社会的弱者に対する特別手当の支給を行って

ほしいと。これにつきましては、実施機関より、特別手当として、1万タカの支払いを

行うことを説明、住民側もこれに合意というところでございます。 

 後の点としまして、新たに制定された新用地取得法に準拠した補償支払いを行う

こと、これについては、実施機関も合意をしているというところでございます。 

 このように、それぞれステークホルダーミーティングでこのようなやりとりを踏ま

えまして、社会的合意形成に至ったというところでございます。 
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 なお、他方で環境面に関しましては10月の初旬に実施機関から改訂版のEIAをDOE

に提出済みでございます。それを踏まえて、11月の恐らく前半中にはECCが更新され

る見込みというふうになっております。環境レビューミッションの派遣の前に改訂版

のEIA、更新済みのECC、RAP、協力準備調査のDFRについては、JICAのホームペー

ジで公開する予定でおります。 

 あと環境レビュー方針の、5号線の環境レビュー方針からの変更点という意味では、

今の点が主要な点でございますが、その他、昨年の11月のサブワーキンググループに

おきまして、詳細設計コンサルタントのもとで、その検討を実施するようにというこ

とで、ご助言をいただいていた点が複数ございます。具体的には、例えば駅舎に関す

る洪水・サイクロン等の自然災害発生時の復旧作業に関するスタッフの訓練、あるい

は供用開始後の安全啓発活動に関する計画マニュアルの作成、また、実施機関の環境

社会配慮等の運営維持能力向上に向けた支援、そういった点について、詳細設計のコ

ンサルタントのTORに含めるようにという、そういったご指示をいただいていた経緯

がございます。 

 これに関しまして、今年の10月に詳細設計のコンサルタントの契約が締結されてい

るところでございますが、その契約において、反映済みであるというところをご報告、

あわせてさせていただければと思います。 

 私からは以上でございます。 

○原嶋委員長 重要な点は車両基地の場所が変更になったというところがとても重要

だと思いますけれども、今のご説明に対して、ご質問等、ございましたら、ご発言を

お願いします。 

 車両基地が、場所が変更になったということは、事業そのもの、例えばJICAのガイ

ドライン上では、プロジェクトの変更という扱いとして見ているのか、あるいはここ

では例えば重大な変更をした場合云々とか、いろいろ幾つかありますけれども、その

辺の解釈上の扱いはどういう、今回の件については、どう判断をされているのですか。

ご説明をお願いします。 

○永井 事務局から失礼します。本事業は審査ですので、審査前に事業スコープが変

わって、情報がアップデートしたというところなので、新しい情報に基づいて審査を

行うと。ですから、重大な変更とかには該当しないと解釈しております。 

○原嶋委員長 それに伴って、例えばステークホルダーミーティングとか幾つかの、

するべき手続についても、そこで確認するということでよろしいわけですか。 

○永井 はい。審査時に確認するつもりです。 

○原嶋委員長 あとちょっとサイトが変わったということで、Depotの4に変わったと

いうことですけれども、その従来の案とDepotの4では、環境社会、特に住民移転など

の影響について、大きな変化があったのかないのかというのは、一応、特に住民移転

はどういう形になっているのでしょうか。ちょっと念のために教えてください。 
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○黒川 もともと昨年説明したDepotのオプション3につきましては、その際は住民移

転数につきましては、ほぼ20名、ゼロに近い数字というふうに報告させていただいて

おります。それが今回、Depotのオプション4に変わったことによって、Depot内には、

世帯数でいうと、689世帯で、2,770名に変わるということになります。 

○原嶋委員長 ご質問やコメントがありましたら、ご発言をお願いします。 

○長谷川委員 後のワーキンググループでやったときは、Depotの3というのでやっ

たんですね。今回、Depotの4というのが出てきて、かかわる住民数がゼロから一気に

3,000名になったということで、このギャップを埋めるための、我々の助言が、どこで

ものを言う機会があるのかというのは、この辺はどういうふうに考えたらいいでしょ

うか。 

○永井 まず今回、スコープ変更になりましたけれども、基本的にワーキンググルー

プにおいては、RAPの基本的な内容、例えば補償方針ですとか、基本的な住民移転方

針というのは、ご説明させていただいております。生計回復策も含めて説明させてい

ただいております。今回、変更になったところというのは、センサス結果及び住民協

議録というところが追加になったと。ですので、今回の全体会合の場でもしご意見が

あれば、この住民協議録とセンサス結果について、ご意見をいただければと思ってお

ります。 

○原嶋委員長 この案件は、この後の手続としては、ちょっと私、教えていただきた

いんですけれども、私ども助言委員会としては、ここでかかわることは、事実上 後

になるという理解でよろしいでしょうか。 

○高橋 そういった理解でおります。 

○原嶋委員長 問題は、住民移転数が実質的に20から2,000数人になったということに

ついて、枠組みとしては説明を尽くしているけれども、その実数が変わったというこ

とについては理解してほしいという、そういう趣旨でよろしいわけですね。 

○高橋 そのとおりでございます。 

○原嶋委員長 ざっくばらんにお聞きして、現地の、変更によって影響を受ける住民

のリアクションについては、一応、ご説明いただいたほうがいいと思うんですけれど

も、いかがでしょう。 

○黒川 こちらは5）のステークホルダー協議の箇所で説明しておりますとおり、基本

的には住民全員に対面での調査を行いまして、基本的に金銭補償、新しい用地取得法

に基づく金銭補償、市場価格の3倍の金銭補償をすることで用地取得には応じるという

ふうな回答を得ております。その後に、9月22日に開催したステークホルダーミーテ

ィングは、800名ほど参加をしたんですけれども、そこで、基本的にはもう社会的合

意を得たというふうなことになって、実施機関のほうも、このDepotで行くというふ

うなことになっております。 

○原嶋委員長 ちょっと確認ですけれども、そういう変更を、先ほど長谷川先生がお
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っしゃいましたけれども、助言委員会の助言、ワーキンググループには書けないとい

う言い方は、ちょっと言葉がいいかどうかわかりませんけれども、そうしないで進め

るということについて、ガイドラインに反しないということの確認をもう一度したい

んですけれども、その点はいかがですか。審査前であることはわかりました。 

○永井 ガイドライン上は、協力準備調査のDFRを付議する。スコーピング案とドラ

フトファイナルレポートを付議する。そしてまた、環境レビュー前に審査方針を付議

する。それは一体的なものではない、今回みたいに時間があく場合がやっぱりあると

思うんですね。スコーピング、ドラファイとも、助言委員会にかけさせていただいて、

その後に事情の変更があったとしたら、それはまさに今回の環境レビュー方針の説明

で補うと。今回の場合みたいに時間があいてしまったので、このような変更は仕方な

いと考えております。 

○原嶋委員長 今の全体のご説明についていかがでしょうか。念のための確認ですけ

れども、変更後の住民について、結論からいうと、大きな反対などはないということ

と、補償の枠組みについては従来の枠組みを踏襲して実施すると。この点は確認して

よろしいですか。 

○高橋 承知いたしました。 

○島委員 よろしいですか、島です。 

 今までの枠組みの中で、住民移転計画の枠組みについては議論しているということ

は理解しました。現在、影響を受ける住民についても、おおむね合意がとれていると

いうところは了解したんですが、その補償費の支払いだけではなくて、恐らく移転後

の生計回復とかの支援とか、そういったところのサポートがその二千何百名になって

くると、大変になってくるんじゃないかという気がしていて、そこら辺の実施体制と

かを含めて、いわゆるDepot3の案からは、体制だったり、そういったところが変わっ

てくるんじゃないかと思うんですけれども、そういったところはいかがでしょう。 

○高橋 基本的に生計回復の支援に関しましても、 初に、前回の全体会合でご説明

をさせていただいた方針、ワーキンググループでいただいた方針を踏まえて対応をし

てまいります。実施体制に関しましては、審査の中で、相手側実施機関の体制につい

て、十分な体制を組むようにということで、交渉、合意をしてまいりたいと思います。 

○島委員 わかりました。 

○原嶋委員長 どうぞ。 

○作本委員 今の補償のところなんですが、主な意見の中に書いてあるんですが、こ

の2つ目のポチでは、収用法に基づき、2017年ですから、新しいものですね、全移転

住民に対して3倍の補償金だと書いてあって、一番下のほうのポチでは、新しく制定さ

れた、この同じ法律に基づいて、準拠して補償金を払う。3倍というのはちょっと法外

に高いのか、安いのか、見当がつかないんですけれども、やっぱり3倍ぐらい払う、

Depotが変わったからということで、それは本当だったのでしょうか。3倍というと、
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かなり大きい額だなという気がするんですけれども、いかがでしょうか。 

○小井手 すみません、審査部の小井手です。 

 このARIPO2017という、バングラデシュでいう用地取得法に当たるものは、正確な

日付は忘れましたけれども、2018年に改訂されたもので、もともとARIPO、たしか

1982年だったと思うんですけれども、そのときは市場価格の1.5倍ということで制定さ

れていたのですが、それだと実態の市場価格、それを上回る 小価格の補償ができな

いということで、バングラデシュ政府が配慮して、3倍に引き上げたという経緯があり

ますので、その意味では、もともとのワーキンググループでは1.5倍の、1982で、5号

線もそれで適用していると思うのですが、それではなく、今回2017の新しいほうの、

よりパップスにとっては、補償金が多いもので支払われることになっています。 

 以上です。 

○作本委員 ご丁寧なご説明、ありがとうございます。インフレ率が高いとか、そう

いうことですか。もともと1.5倍で。インフレ率が高いところは物価が上がって…… 

○小井手 細かなお話をすると、このARIPO2017、もしくは1982のものでもそうです

けれども、その補償額の算出の仕方が、モウザレートと呼ばれる、バングラデシュの

用地取得を実施する機関が算出する、市場価格に見合うと思われる額で、補償額が算

出されるんですけれども、それがカットオフデートから1年さかのぼって、その平均の

額、市場価格ということなんですけれども、その額が、市場価格の実態とはかけ離れ

ているという指摘がずっとなされていて、1.5倍だと、それが不足しちゃうので、この

たび3倍にして、その市場価格の乖離というところを補うために、このような法律とし

て制定したという経緯があるようです。 

○作本委員 ご丁寧な説明、ありがとうございました。助かりました。 

○原嶋委員長 それでは、一応のワーキンググループを開催した後の変更でございま

すけれども、補償の枠組みについては、従来、ワーキンググループで議論した内容に

従って、かつ、変更後の住民については、基本的には、それを受け入れていただくと

いうことについて、十分なコンセンサスを得ているということで、さらにその後、

JICAのほうで審査の手続をしていただくという、そういった流れになるということで、

一応、承ってよければ、それで承りたいと思いますけれども、いかがでございましょ

うか。 

 それでは、そういう形で、ぜひ今、変更点についての十分な確認をよろしくお願い

します。 

○高橋 ありがとうございました。 

○原嶋委員長 どうもありがとうございました。 

 あと続きまして、環境レビュー結果報告ということで、準備が整いましたら、お願

いしたいと思いますけれども、インド国のムンバイ・アーメダバードの高速鉄道事業

についてでございます。準備ができましたら、お願いします。 
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○稲田 JICA南アジア部の稲田でございます。 

 それでは、インド、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業について、環境

レビュー段階でのご助言についての対応結果について、ご説明をいたします。 

 5つ助言をいただいておりましたが、この5つに加えてもう一点、あわせてご報告を

したいと考えております。 

 それでは、まず画面の上のほうにあります助言の1点目でございますが、現地住民の

利便性を確保し、非正規住民を生じさせないよう、高架・陸橋直下での用地取得後の

適切な管理を実施機関に申し出ることというのが助言でございました。 

 右側の対応結果でございますが、いただいた助言を実施機関に申し入れました。高

架・陸橋直下での用地取得後の管理については、現地住民の利便性を確保しつつ、非

正規住民を生じさせないよう、実施機関は以下の2点の対応を想定しているということ

を確認しました。 

 1点目でございますが、情報提供でして、掲示板やポスター等の活用により、鉄道法

に基づき、高速鉄道の土地を占拠することは禁止である旨の情報を住民に対し通知す

るということでございます。 

 2点目でございますが、防止対策です。維持管理道路沿いの定期的なモニタリングを

通じて、土地の占拠が行われていないことを確認するということでございます。 

 それから、2つ目の助言でございますが、供用開始後の騒音・振動対策として、高架

と既存の家屋・住宅との適切な距離を確保するとともに、現地の家屋・住居の状況

（質・構造）を考慮して、騒音・振動のモニタリングを行い、必要に応じて、追加的

な対策を行うよう実施機関に申し入れることでございました。 

 こちらについては、実施機関に申し入れました。実施機関は供用開始後、沿線の住

宅地等で定期的に騒音・振動に係るモニタリングを行うことを確認しました。 

 中高層の構造物が近接します、都市部の駅周辺では、通過列車は減速もしくは加速

状態であり、低速で走行しているため、発生し得る騒音・振動は環境影響評価で算出

された予測値を下回ること、また、低層の構造物が多く見られる地方部では、沿線に

近接する地点において、地表面の騒音影響は高架や防音壁の遮音効果により、騒音・

振動による影響が少ないことを確認しました。 

 また、顕著な影響が確認された場合は、追加的措置として、防音壁を高くすること

で、軽減を図ることを実施機関と合意しました。 

 3点目のご助言でございますが、用地取得に関連して、一部の地域で実施機関の補償

方針が適切に伝わっていなかったため、本事業への住民の理解が得られず、対話が拒

否された事態が生じた。RAPに基づいて、住民への説明を継続し、合意を形成するよ

う実施機関に申し入れることというご助言でございました。 

 対応結果は右側ですが、こちらについて、実施機関に申し入れました。実施機関に

よりますと、住民協議は全ての県にて実施され、必要に応じ、村レベルでも実施され



 

 - 39 - 

たとのことでございます。住民協議を通じ、補償方針について住民の理解が得られ、

住民協議録からは特段の反対意見の確認はされませんでした。 

 また、実施機関が用地取得手続を進めていく中で、今後も継続的に被影響住民に対

し、説明を継続し、合意を形成することを確認しました。 

 次の助言ですが、2ページ目です。 

 RAPにおいて、地主以外の農業従事者が特定されていないため、今後可能な範囲で

これらの農業従事者を特定し、適切な補償や生計回復支援を実施するよう実施機関に

申し入れること。 

 右側が結果でございまして、いただいた助言について、実施機関に申し入れました。

実施機関によると、センサス調査等により、地主以外の農業従事者について、小規模

農家で農業に従事する傍ら、他の農地の手伝いを行うケース等、一部は特定済みであ

るとのことでした。全ての農業従事者を特定できなかったのは、当該地域において、

農業従事者は長期の雇用形態ではなく、複数の農地を転々として生計を立てる傾向に

あったためとのことでございます。 

 本事業においては、地主以外の農業従事者が特定された場合、影響を受けた家族に

対する補償方針がエンタイトルマトリックス上で示されております。 

 今後、被影響住民ごとに補償金額の決定及び生計回復支援策の具体的内容を特定す

るマイクロプランを策定する際に、地権者へのヒアリング等がございますので、その

際に、さらに地主以外の農業従事者を特定できる可能性があることを実施機関に確認

しました。 

 また、実施機関が設置する苦情処理メカニズム（GRM）を通じて、地主以外の農業

従事者が被影響者として認定された場合、支援を受けることが可能であることも確認

しました。 

 後のご助言ですが、本事業地にかかる世界遺産について、その登録条件を確認し、

本事業による眺望景観への影響等に対して、適切に配慮するよう実施機関に申し入れ

ることでございました。 

 右側でございますが、いただいた助言について、実施機関に申し入れました。実施

機関によりますと、本事業地には、世界遺産の登録条件の影響を受ける地点は特にな

かったとのことでした。 

 なお、アーメダバード駅は世界遺産（Historic City of Ahmedabad）のバッファーゾ

ーン区域外であるため、インド法に則って、公共施設を建設することが認められてお

り、本事業による眺望景観への影響等についての配慮は求められないということでご

ざいました。 

 他方で、景観に配慮した駅舎のデザインを行い、影響を 小化するということも確

認しました。 

 以上がいただいたご助言への対応結果でございますが、もう一点、ご報告がござい
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まして、この事業では、一部自然保護区を通過する場所がございまして、一つがタ

ネ・クリーク・フラミンゴ・サンクチュアリのコアゾーンとバッファーゾーン、もう

一つがサンジャイ・ガンディ国立公園のバッファーゾーン、それから、ツンガルシュ

ワール野生動物サンクチュアリのバッファーゾーンを通過するわけですが、環境レビ

ューの方針についての助言委員会の全体会合及びワーキンググループの後、インド側

からこちらの自然保護区に関する許認可、クリアランスについて、形式的な手続を残

すのみですという説明とともに、首脳会談、先月末に行われましたが、首脳会談の日

程、その他、本件の特殊事情に鑑み、クリアランスの取得は借款契約の発効条件とし

てもらいたいという要請がJICAにございました。 

 このような要請を受けて、日本政府のほうで、クリアランスの取得を借款契約の発

効条件とする方針を決定されました。JICAとしましては、このような日本政府の方針

を踏まえまして、クリアランスの取得を発効条件とすることで、借款契約に調印いた

しました。借款契約を発効しないとどうなるかということでございますが、簡単に言

うと、JICAから資金を支出することはできないということでございますので、クリア

ランスが取得されないと、本事業の円借款は一円たりともインド側には渡らないとい

うことでございます。この点、ちょっと特に補足でご報告をさせていただきます。 

 以上です。 

○原嶋委員長 それでは、今のご説明に対して、ご質問等ございましたら、ご発言を

お願いします。 

○小椋委員 今、2番目の騒音と振動対策について一般的なもので結構ですので、教え

てください。日本では、一応、環境基準があって、例えば道路とか、あるいは軌道敷、

60デシベルが受忍限度というようなことで、環境基準があるんですけれども、インド

では、騒音あるいは振動の基準というのはあるんでしょうか。もしあるのであれば、

その基準の数値って、どれぐらいで、その数値以下に、この対策でおさまるのでしょ

うかという2点をお願いします。 

○宮中 審査部の宮中と申します。 

 インド国自体には、鉄道事業における騒音・振動基準値はございません。そのため、

日本の基準を参照いたしまして、騒音に関しましては、75デシベルを基準値として、

都市部においては設定してございます。 

○小椋委員 振動についてはどうでしょう。 

○宮中 振動につきましては、ちょっと数値が今すぐ出てこないので、後ほどお伝え

させていただければと思います。 

○小椋委員 結構です。この説明の中で、防音壁を高くすることでというのは、主に

騒音についての対策は書かれていて、振動に対しては、恐らくゆっくり走るだとか、

そういったような対策かなと思われたので、2つ切り口があるんだけれども、ほぼほぼ

対策は騒音を意識しておられるような書きぶりなのかなと思ったので、質問した次第
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です。ですから、振動についてわかれば、また教えてください。 

○原嶋委員長 確かに一般的には単位が同じような扱いになることが多いですよね。 

○小椋委員 そうなんです。デシベルなんですね、どっちも。 

○原嶋委員長 同じ単位ですので。できれば教えてください。 

 他にございますでしょうか。 

○鈴木委員 1つちょっと教えてほしいんですけれども、JICAのガイドラインでは、

自然保護区は通らないという、原則としていますよね。それで、これを日本側が、こ

の案件では通るけれども、国内法をクリアしたということを条件づけたという理解で

よろしいでしょうか。 

○永井 まずガイドライン上は、保護区外で実施するということはありますけれども、

FAQの中に、どうしても避けられない場合というものは、あると確認すべき事項とい

うのが定められております。その一つが、相手国政府内でのクリアランスの取得とい

うことの一つが求められております。あとは、他に代替案がないのかですとか、住民

協議を経てご意見が反映されているのかとか、環境管理計画がつくられているのかと

か、そういうところの確認結果の中で、国内法におけるクリアランスの取得というの

が一つの条件になってございます。 

○原嶋委員長 保護区の経由については、今回、それはFAQの条件のいわば例外に該

当するという前提で議論が進んでいるわけです。 後の結論だけを申し上げると。 

○作本委員 インドの場合は鉄道をアセスから外してありましたよね。例えば、今回、

こういう新幹線という大きな鉄道網というか、そういうのをつくるに当たって、特別

の法律とか、そういうものをつくる予定はないんですね。私も聞いていないのですが、

そういうことはないわけですね。そういう中で、今、クリアランスというのはどうい

う意味での、環境クリアランスって代替、アセスに関しての環境クリアランスという

言葉をインドは使っていたと思うんですけれども、これを発効条件とするということ

は、ローンのレベルでの発効の約束事で、クリアランスというのとはまた違うんです

よね。特に許認可にかかわるものではないと。 

○稲田 はい。事業全体のEIAの作成に関する全体的な法律上の義務というのは、鉄道

事業の場合、特にございませんし、高速鉄道について、新たにそういう法律を設ける

という動きがあるということも聞いておりません。 

 では、今回の自然保護区に関するクリアランスとは何かということでございますが、

鉄道事業全体にEIAが必要ないというのは、今、申し上げたとおりなんですが、自然保

護区を通る場所については、具体的には、沿岸地域クリアランスというものと、あと

野生動物保護クリアランスというものがありまして、この2つについて、該当する地区

については、それぞれクリアランスを取得しなさいというインドの法律がございます。

それらを要求されることについては、先ほど委員長からご説明のあったとおり、自然

保護区を通るんだけれども、例外として、インド国内のほうでの手続が終わっていれ
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ばということで、さらに、先ほど私からご報告をしたとおり、インド政府の方針を踏

まえて、借款契約上の発効条件として、クリアランス取得というものを位置づけさせ

ていただいたと。こういう整理になります。 

○作本委員 保護区とかあるいは沿岸地域、そういう分野でのクリアランスというふ

うに考えていいんですよね。アセス全体じゃないんですよね。 

○稲田 その自然保護区に関して、沿岸地域クリアランスが必要だという地区と、あ

と野生動物の保護が必要だという地区と。 

○作本委員 どうもありがとうございました。すみません。 

○原嶋委員長 確認ですけれども、インドでは鉄道はEIAの対象外ですけれども、今回

はEIAを作成して、かつ、保護区については、これは再三議論しましたけれども、

JICAの解釈としては、今回はその例外に該当するという結論をもとに、かつ、今は土

地利用制限された保護区利用については、今、領域をちゃんと確認して、クリアラン

スをとるということを加えて、結果としてローンをするという運びをしたいというこ

とで理解してよろしいですか。 

 保護区については再三、ワーキンググループでも議論をやって、いろいろな見方は

あろうかと思いますけれども、JICAの側の解釈としては、十分練っていただいた上で

の解釈を一応、持っていただいているということでございます。 

 それでは、特になければ、一応、この件はご報告を承ったということで、一旦、締

めくくりにさせていただきたいと思います。 

 それで、ちょっと時間の制約もございます。 後になりますけれども、その他とい

うことで、バングラデシュ国のアライハザール経済特区の開発事業についてのお話と

いうことで、よろしくお願いします。 

○長野 こんにちは。JICA民間連携事業部の長野と申します。 

 本日はバングラデシュの報告ということで、バングラデシュにおけるアライハザー

ル経済特区開発事業というものをご説明させていただきます。 

 本件は4月に全体会合で説明をし、6月18日にワーキンググループで議論をし、7月2

日に助言確定をした円借款の外国直接投資促進事業というものの一部になっています。

これは当時、南アジア部のほうから説明で使った資料でして、このうち、日本側デベ

ロッパーと当時なっていたところに関して、JICAの海外投融資についても、エクイテ

ィーバックファイナンスとありますコンポーネント2のエコノミックゾーン開発のため

のSPC設立に関して、円借款のみならず、海外投融資でも支援をするといった運びに

なりました。そのため、今回ご報告ということで、この場を借りて民間連携事業部か

らお伝えさせていただく次第です。 

 6月のワーキンググループを経た7月2日の全体会合において、助言が確定している

と理解していますので、この円借款案件の中の一体として、いただいた助言内容を踏

まえまして、必要な対応を図っていき、確認をしていきます。 
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 既に助言はいただいておると理解しておりますので、説明は簡潔に終わらせていた

だきまして、何かありましたら、ご質問に答えたいと存じます。 

○原嶋委員長 よろしいでしょうか。ご質問ありましたら、どうぞ。 

○田辺委員 今回の海外投融資は出資ということでよろしいでしょうか。そうすると、

これはガイドラインの改訂の議論ともかかわるのですけれども、ガイドラインを今回

つくるとき、もともとつくるときに出資は、特に想定しておらず、その後、出資者と

しての責任みたいなことは、恐らく今後、ガイドライン改訂の中で議論しなくてはい

けない話かと思うのですけれども、そのあたりは何かガイドラインとの関係上で、責

任のあり方が変わるのかどうかといったあたりを少し教えていただければと。 

○長野 ご質問ありがとうございます。 

 まず、JICAは出資者として入ります。その上で、JICAが取るべき対応、あるいは相

手国政府がガイドラインに基づいて取るべき対応というものに関しましては、特に融

資と出資の分けはなく、必要な相手国政府の対応を、我々として慫慂していくために、

審査段階及び事業実施段階を通じて、彼らの計画及び実施に際してのモニタリングと

いったところを注視していく所存であります。 

○重田委員 この事業は日本企業の誘致というものを考えていらっしゃるんですか。

その点だけ教えてください。 

○長野 本事業は日本企業のみに限定をするということではありませんが、日本側の

デベロッパーが参画し、進出企業においても、日本側のデベロッパーが彼らのマーケ

ティングとして複数の日本企業に当たっていますので、日本企業の皆様が進出される

ことを一定程度念頭に置いた事業でございます。 

○重田委員 何社ぐらいの企業を予想されているんですか。 

○長野 具体的に企業の入居の募集等々が進んでいくのがおそらく2019年末から2020

年頭ぐらいにかけてであるため、現時点においては具体の数字は決まっていませんけ

れども、まず190ヘクタールを想定して事業開発しますので、そこに入居できる企業

が40社から50社程度。日本企業がそのうちの半分程度となるか、3割程度に留まるの

か、そのあたりは今後のマーケティング次第です。 

○田辺委員 これは今回出資に当たって、このSPCにJICAから人を送ったりすること

があるのかどうかと、その環境社会配慮についてJICAの出向者が、このSPCの環境社

会配慮にかかわることがあるのかどうかということをお聞きしたいのですが。 

○長野 今回、SPCに対して出資をするJICAから、取締役あるいは何らかのポジショ

ンに対し人員を派遣するかに関しては、今後、日本側のデベロッパーやバングラ政府

側と議論をして、詰めていきたいと考えています。 

 他方で、取締役あるいは誰かを出向させること如何にかかわらず、すべからくこれ

はJICAの支援事業というふうに捉えていますので、この会社が運営をするエコノミッ

クゾーンについては、建設段階から供用時の運営に至るまで、きちんとJICAのガイド
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ラインを守らせていくようにフォローしていく所存です。 

○原嶋委員長 では重田委員、どうぞ。 

○重田委員 一応、158億円ですか、円借款で。かなりの金額ですよね。ですから、

ある程度、日本の企業はどれぐらい入るかという見込みがわかっていないと、例えば

ある国だと、ほとんど入っていなかったり、そういう事例もありますから、そこの見

込みを確実にしたほうが、これだけ円借款で出資するんですから、やっぱりそこの見

込みをはっきりさせたほうがいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○長野 まさに円借款からずっと支援してきて、今回出資もするということですので、

この案件の審査において、先ほど申し上げました190ヘクタールの中にどういった企

業が入ってくるのか、その中で日本の企業がいかほど見込まれるのかということに関

しては、きちんと精査をしてまいります。南アジア部及び民間連携事業部ともに、一

定程度の日本企業が入ってくることを期待しています。 

○原嶋委員長 では、田辺委員。 

○田辺委員 事業において、ガイドラインを守らせるということはそのとおりだと思

うんですが、その守る主体と、それから、それを監督する主体がきちんと分けられて

いるのかどうかというのが、先ほどの質問の背景にありまして、そこは仮に、SPCが

ガイドラインを守れなかったときに、融資を引き上げることができるのかというのが、

JICAにとっては利益相反になり得る話かなと思うのですけれども。 

○長野 田辺委員がご指摘いただいたように、我々は出資者として本事業に入ってい

く、他方で円借款としては、周辺インフラを含めて整備をするということではありま

すが、いずれにせよ、JICAが支援をする事業において、我々の環境社会配慮ガイドラ

インがきちんと遵守されることを必ず確認してまいります。出資者の立場と政府の周

辺インフラを支援していく立場との間で違いはあれど、ガイドラインを守りながら、

我々が達成したい持続的な開発を実現することに関しては、共通でございますので、

そこにおいて、コンフリクト・オブ・インタレストというのはないのかなと。むしろ

同じインタレストに向かって、バングラデシュ政府及び他の出資者に対して、きちん

とガイドラインの遵守というのを慫慂していくということです。 

○田辺委員 これ以上の議論は、多分ガイドラインの改訂の課題かなと思います。 

○原嶋委員長 よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○作本委員 タイなんかですと、私自身は個人的には工業団地にものづくりというか、

排水、廃棄物を出すような企業には入ってもらったほうが結果的にはいいんじゃない

かと思っているんですね。そういう意味で、ただ、工業団地をつくるに当たって、入

居企業が何の約束を守るのか、入居に関しての約款を守るだけで十分なのかというこ

とはやっぱりちょっと不安になるんです。ミャンマーでの廃棄物の処理、結局、処分

場があわせて用意される事態になりましたし、日系の専門の企業が入ってくれるとい
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うことでうまくいきましたので、そのあたりのソフトのところと、あともう一つは国

のほうに、この工業団地法、経済特区法、そういうようなものの法整備を、入居の約

款とは別に背後から支援するようなアドバイスでもしていただけるとありがたいと思

います。ちょっと勝手な意見ですが、申しわけございません。 

○長野 前回の7月2日段階での助言においても、同様のご指摘をいただいたと理解を

しておりまして、排水及び廃棄物、このあたりの処理と管理をどうするのかに関して

は、今、我々のほうで行っている調査のファイナルレポートにきちんと含めていく予

定です。 

 その上で、委員ご指摘の今回供用時の排水基準並びに各入居企業による排水基準な

どを政府レベルで設定してはどうかということに関しても、前回の論点としていただ

いていると理解をしておりまして、必要に応じて、南アジア部と連携しながらバング

ラ政府とも審査を通じて議論してまいります。 

 ありがとうございます。 

○原嶋委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、ご報告を承りましたので、一応、一旦これで締めくくりにさせていただ

いて、あとその他はございませんか。 

○永井 その他はないです。 

○原嶋委員長 それでは、 後今後のスケジュールの確認をお願いします。 

○永井 次回の全体会合、第97回ですけれども、12月7日金曜日、午後2時からになり

ます。場所はJICA本部、こちらになります。 

 以上です。 

○原嶋委員長 ここで大分、時間を割いてしまいまして、大変申しわけございません

でした。一応、これでなければ、全体会合をこれで締めくくりにさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午後5時01分閉会 

 


